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対面なしで大丈夫？
高村　忠範

　
週
末
を
岡
山

県
総
社
市
で
過

ご
す
よ
う
に

な
っ
て
5
年
に

な
る
が
、
こ
の

夏
は
愛
犬
の
遠

吠
え
が
こ
と
の

ほ
か
ひ
ど
い
。
犬
の
遠
吠
え

は
、
オ
オ
カ
ミ
に
近
い
種
に

み
ら
れ
る
習
性
だ
と
い
う
。

と
こ
ろ
が
、
き
ま
っ
て
救
急

車
の
サ
イ
レ
ン
に
呼
応
し
て

吠
え
て
い
る
よ
う
だ
。
サ
イ

レ
ン
が
犬
の
遠
吠
え
の
周
波

数
に
よ
く
似
て
い
て
、
仲
間

と
勘
違
い
す
る
ら
し
い
▼
そ

れ
に
し
て
も
、
こ
の
と
こ
ろ

の
救
急
車
の
多
さ
は
異
常

だ
。
聞
く
と
、
避
難
所
か
ら

の
搬
送
が
多
い
ら
し
い
。
総

社
市
は
、
7
月
の
西
日
本
豪

雨
で
甚
大
な
被
害
を
受
け
た

真
備
町
に
隣
接
し
、
避
難
所

も
多
い
。
1
カ
月
以
上
が
経

過
し
、
高
齢
者
の
災
害
関
連

疾
患
が
増
加
す
る
頃
だ
。
倉

敷
市
の
救
急
車
の
出
動
回
数

を
調
べ
る
と
、
7
月
、
8
月

だ
け
で
前
年
よ
り
も
1
0
0

0
件
以
上
の
大
幅
な
増
加
が

認
め
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
豪

雨
災
害
に
よ
る
も
の
だ
ろ

う
。
総
社
市
も
8
月
ま
で
の

累
計
で
2
6
0
件
余
り
も
増

加
し
て
い
る
▼
一
方
で
、
石

破
茂
氏
の
災
害
省
設
置
の
提

案
を
菅
義
偉
官
房
長
官
は
一

蹴
し
た
。
わ
が
国
の
避
難
所

は
海
外
に
比
べ
て
劣
悪
で
あ

り
災
害
関
連
死
へ
の
対
応
は

急
務
だ
が
、
政
府
は
被
災
者

に
自
助
努
力
に
よ
る
生
活
再

建
を
強
い
る
だ
け
だ
。
今
夜

も
彼
女
は
怒
り
と
悲
し
み
の

遠
吠
え
を
繰
り
返
す
の
だ
ろ

う
か
、
胸
が
痛
む
。（
R
）

（ ）1

蓋
街

崖
崖
崖
崖
崖
崖
崖
崖
崖

　各都道府県の保険医協会・保険
医会でつくる連合体です。保険医
協会・医会には医師・歯科医師10
万6000人が加入しています。
　
　保険医の生活と権利を守り、国
民医療の向上を目的として、診療
報酬改善、保険診療充実の運動を
医科・歯科一体で進めています。

全国保険医団体連合会
（保団連）

　
全
国
で
地
域
医
療
を
支

え
て
お
ら
れ
る
医
師
・
歯

科
医
師
の
皆
さ
ま
に
、
心

よ
り
敬
意
を
表
し
ま
す
。

　
保
険
医
協
会
・
医
会
、

保
団
連
は
、
日
々
の
医
院

経
営
に
関
す
る
相
談
体

制
、
診
療
報

酬
や
税
務
等

に
関
す
る
充

実
し
た
テ
キ

ス
ト
な
ど
を

提
供
し
、
保

険
医
の
皆
さ

ま
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
診
療
報
酬
改

善
、
不
合
理
是
正
、
患
者

負
担
増
を
止
め
る
こ
と
な

ど
を
厚
労
省
に
求
め
て
い

ま
す
。

　「
骨
太
方
針
2
0
1
8
」

は
、
消
費
税
の
　
％
へ
の

10

増
税
実
現
と
防
衛
力
の
大

幅
強
化
を
明
記
す
る
一

方
、　
歳
以
上
の
窓
口
負

75

担
2
割
化
な
ど
負
担
増
メ

ニ
ュ
ー
を
検
討
す
る
と
し

ま
し
た
。

　
法
人
税
、
所
得
税
の
あ

り
方
を
正
し
防
衛
費
の
増

強
を
抑
制
す
れ
ば
十
分
な

財
源
確
保
が
可
能
と
な

り
、
患
者
さ
ん
が
安
心
し

て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
社

会
保
障
を
実
現
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
保
団
連
は
人
々
の
命
と

健
康
を
守
る
医
師
・
歯
科

医
師
の
立
場
か
ら
、医
療
・

社
会
保
障
と
平
和
を
守
り

発
展
さ
せ
る
こ
と
を
訴
え

て
い
ま
す
。

　
皆
さ
ま
の
ご
入
会
を
心

よ
り
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。

全
国
保
険
医
団
体
連
合
会

全
国
保
険
医
団
体
連
合
会
会会
長長

　
住住
江
憲
江
憲
勇勇

保険医協保険医協会会・・医医会会
へへご入会ご入会をを

　
全
国
保
険
医
団
体
連
合
会
は
8
月
2
日
、
医
療
機
関
の
消
費
税
損
税
の
抜
本
解
決
に
向

け
て
厚
労
省
要
請
を
実
施
し
た
。
医
療
へ
の
「
ゼ
ロ
税
率
」
の
適
用
を
求
め
、
解
決
策
に

つ
い
て
の
厚
労
省
の
検
討
状
況
や
認
識
を
聞
い
た
。
ま
た
同
日
、
日
本
医
師
会
の
今
村
聡

副
会
長
と
も
懇
談
。
損
税
問
題
の
解
決
に
つ
い
て
意
見
交
換
し
、
解
決
に
向
け
た
方
向
性

を
共
有
し
た
。

「
ゼ
ロ
税
率
も
検
討
の

範
囲
内
」　
―
厚
労
省

　
厚
労
省
要
請
で
住
江
憲
勇

会
長
は
、
7
月
　
日
の
中
医

25

協
分
科
会
で
、
消
費
税
損
税

の
診
療
報
酬
に
よ
る
補
て
ん

状
況
把
握
調
査
で
集
計
ミ
ス

が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
に

触
れ
、「
診
療
報
酬
に
よ
る
補

て
ん
で
の
対
応
は
限
界
だ
」

と
指
摘
。「
医
療
機
関
に
も
、

患
者
・
国
民
に
も
不
利
益
に

な
ら
な
い
形
で
解
決
す
る
た

め
、
ゼ
ロ
税
率
の
適
用
を
厚

労
省
と
し
て
真
剣
に
考
え
、

政
府
・
財
務
省
に
働
き
掛
け

る
べ
き
だ
」
と
求
め
た
。

　
厚
労
省
の
担
当
者
は
、「
マ

ク
ロ
で
補
て
ん
さ
れ
て
い
た

と
い
う
事
実
が
違
っ
て
い

た
」
と
誤
り
を
認
め
、
診
療

報
酬
で
の
補
て
ん
が
最
善
で

は
な
く
、
税
制
で
の
抜
本
解

決
の
方
策
と
し
て
ゼ
ロ
税
率

も
検
討
の
範
囲
だ
と
し
た
。

「
そ
れ
ぞ
れ
の
解
決
策

を
」　
　
　
　
―
日
医

　
日
医
の
今
村
副
会
長
は
懇

談
で
、
診
療
報
酬
で
の
対
応

に
つ
い
て
「
公
平
で
過
不
足

の
な
い
補
て
ん
は
難
し
い
」

と
の
認
識
を
示
し
た
。

　
保
団
連
か
ら「
ゼ
ロ
税
率
」

に
よ
る
解
決
に
理
解
を
求
め

た
の
に
対
し
て
、
今
村
副
会

長
は
、
日
医
は
診
療
報
酬
で

の
補
て
ん
で
の
不
足
分
を
保

障
さ
せ
る
「
医
療
に
お
け
る

新
た
な
消
費
税
の
仕
組
み
」

を
求
め
て
い
る
と
説
明
。
実

質
上
、
ゼ
ロ
税
率
に
近
い
形

で
の
解
決
に
な
る
と
述
べ

た
。
ま
た
、今
村
副
会
長
は
、

保
団
連
や
保
険
医
協
会
で
損

税
解
消
に
向
け
た
取
り
組
み

が
進
ん
で
い
る
こ
と
に
理
解

を
示
し
、「
抜
本
解
決
と
い
う

目
標
は
共
通
し
て
い
る
」、

「
そ
れ
ぞ
れ
の
解
決
策
を
示

し
て
い
く
こ
と
は
大
事
」
と

述
べ
た
。

 「
消
費
税
上
が
れ
ば

経
営
続
か
な
い
」の
声

　
保
険
診
療
は
消
費
税
「
非

課
税
」
と
さ
れ
、
医
療
機
関

は
患
者
さ
ん
か
ら
消
費
税
を

受
け
取
っ
て
い
な
い
。
し
か

し
、
保
険
診
療
を
行
う
上
で

の
経
費
に
係
る
消
費
税
分
は

医
療
機
関
が
負
担
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。「
損
税
」
と
言

わ
れ
る
問
題
だ
。

　
政
府
は
　
年
度
税
制
改
正

19

で
損
税
問
題
の
抜
本
解
決
に

向
け
て
結
論
を
得
る
と
し
て

い
る
。

　
保
団
連
が
行
っ
た
調
査
で

は
、
一
医
療
機
関
の
保
険
収

入
に
対
す
る
消
費
税
の
負
担

割
合
は
平
均
で
約
2
・
3
％

か
ら
4
・
0
％
。「
さ
ら
に
消

費
税
が
上
が
れ
ば
、
経
営
が

続
か
な
い
」（
医
科
）、「
大
型

機
器
の
購
入
は
ち
ゅ
う
ち
ょ

す
る
」（
歯
科
）
な
ど
の
声
も

寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
保
団
連
は
、
支
払
っ
た
消

費
税
が
申
告
に
よ
り
還
付
さ

れ
る
「
ゼ
ロ
税
率
」
適
用
で

の
抜
本
解
決
を
求
め
て
い

る
。
　
6
月
に
は
内
閣
府
、
財
務

省
、
厚
労
省
、
国
会
議
員
に

要
請
し
、
会
員
署
名
を
提
出

し
た
。

「
ゼ
ロ
税
率
」 厚
労
省
に
要
請

医療機関の
消費税問題

日
医
と
も
意
見
交
換

医療機関の消費税問題の解決を求めて厚労省に要
請する住江憲勇会長（中央）、馬場一郎経営税務部
副部長（右）、杉藤庄平部員（左）

西
日
本
豪
雨
災
害
か
ら
の
復

西
日
本
豪
雨
災
害
か
ら
の
復
興興
へへ

救救
援
募
金
に
ご
協

援
募
金
に
ご
協
力力
をを

　
西西
日
本
豪
雨

日
本
豪
雨
でで
被
災
さ
れ
た
皆
さ
ま
に
謹
ん

被
災
さ
れ
た
皆
さ
ま
に
謹
ん
でで
おお

見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。
全
国
保
険
医
団
体
連
合
会

見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。
全
国
保
険
医
団
体
連
合
会
でで

は
、
は
、
主主
に
被
災
会
員
の
お
見
舞
い
に
充
て
る
た
め

に
被
災
会
員
の
お
見
舞
い
に
充
て
る
た
め
のの
災災

害
救
援
募
金
に

害
救
援
募
金
に
取取
り
組
ん
で
い
ま

り
組
ん
で
い
ま
すす
。。

ご
送
金
は
、
次
の
通
り
お
願
い
い
た
し
ま

　
ご
送
金
は
、
次
の
通
り
お
願
い
い
た
し
ま
すす
。。
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加加
入
者
名
：
全
国
保
険
医
団
体
連

入
者
名
：
全
国
保
険
医
団
体
連
合合
会会

※※
送
金
手
数
料
は
ご
負
担
く
だ
さ

送
金
手
数
料
は
ご
負
担
く
だ
さ
いい
。。

※
本
募
金
は
税
務
上
の
寄
付
金
等
の
控
除
対
象
と

※
本
募
金
は
税
務
上
の
寄
付
金
等
の
控
除
対
象
と
はは

な
り
ま
せ
ん
が
、「
募
金
特
別
会
費
」
と
し
て
税

　
な
り
ま
せ
ん
が
、「
募
金
特
別
会
費
」
と
し
て
税
務務

上
の
必
要
経
費
に
で
き
ま
す

　
上
の
必
要
経
費
に
で
き
ま
す
。。

1969大
阪
、
福
岡
）
と
個
人
会
員
、
計
1
万
1

1
6
人
で
結
成
さ
れ
た
。
当
時
の
自
民
党

政
府
は
医
療
保
険
の
給
付
削
減
と
負
担
増

の
方
針
を
掲
げ
、
各
地
の
保
険
医
協
会
は

反
対
の
声
を
あ
げ
て
い
た
。
結
成
総
会
で

は
「
各
都
道
府
県
保
険
医
団
体
の
連
携
強

化
」「
保
険
医
の
生
活
と
権
利
を
守
る
」「
保

険
医
療
の
向
上
」「
医
療
保
障
の
充
実
」
を

目
的
に
掲
げ
た
。
来
年
2
0
1
9
年
、
保

団
連
は
結
成
か
ら
　
年
を
迎
え
る
。

50

　
1
9
6
9
年
1
月
　
日
、
全

26

国
保
険
医
団
体
連
合
会
（
保
団

連
）
が
、
6
保
険
医
協
会
（
東

京
、
神
奈
川
、
愛
知
、
京
都
、

本
号
は
全
医
師
・
歯
科
医
師
Ｐ
Ｒ

本
号
は
全
医
師
・
歯
科
医
師
Ｐ
Ｒ
号号

会
員
外
の
先
生
に
も
お
送
り
し
て
い
ま

会
員
外
の
先
生
に
も
お
送
り
し
て
い
ま
すす
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理
事
会
に
先
立
ち
、
保
団

連
研
究
部
員
で
あ
る
熊
本
協

会
の
橋
本
洋
一
郎
副
会
長
を

講
師
に
、「
禁
煙
と
生
活
習
慣

病
―
禁
煙
宣
言
に
向
け
て
」

を
テ
ー
マ
と
す
る
理
事
学
習

会
が
開
か
れ
た
。
橋
本
氏
は

循
環
器
疾
患
、
糖
尿
病
、
が

ん
、慢
性
呼
吸
器
疾
患
の「
非

感
染
性
疾
患
す
べ
て
の
危
険

因
子
に
な
る
の
が
喫
煙
」
と

強
調
。
喫
煙
を
危
険
因
子
に

年
間
　
万
人
、
受
動
喫
煙
で

12

1
万
5
0
0
0
人
が
亡
く
な

り
、
脳
卒
中
の
発
症
リ
ス
ク

が
2
倍
、
認
知
症
で
も
2
倍

と
な
る
と
話
し
、
期
日
を
決

め
て
完
全
喫
煙
を
実
行
し
よ

う
、
と
呼
び
掛
け
た
。

　
質
疑
で
は
、「
歯
周
病
な
ど

の
リ
ス
ク
要
因
に
も
な
る
。

医
科
歯
科
連
携
が
重
要
」「
タ

バ
コ
の
煙
は
水
・
唾
液
に
溶

け
や
す
く
、
口
腔
、
食
道
、

胃
、
腎
臓
な
ど
全
身
の
疾
患

リ
ス
ク
に
な
る
」「
保
団
連
で

も
禁
煙
宣
言
を
早
急
に
出
し

た
い
」
な
ど
が
出
さ
れ
た
。

　
住
江
憲
勇
会
長
は
理
事
会

で
の
あ
い
さ
つ
で
「
通
常
国

会
は
閉
幕
し
た
が
森
友
・
加

計
問
題
、
日
報
問
題
な
ど
憲

政
史
上
過
去
に
な
い
国
会
運

営
や
政
治
手
法
が
採
ら
れ

た
。
国
民
を
愚
弄
し
、
生
活

を
い
か
に
改
善
す
る
か
と
い

う
議
論
は
欠
落
し
て
い
た
」

と
指
摘
。「
豪
雨
災
害
が
あ
っ

た
の
に
カ
ジ
ノ
法
案
や
参
院

定
数
6
増
法
案
、
働
き
方
改

革
法
案
な
ど
が
強
行
採
決
さ

れ
た
。来
年
の
統
一
地
方
選
、

国
政
選
挙
を
見
据
え
た
秋
以

降
の
闘
い
が
重
要
だ
」
と
強

調
し
た
。

　
主
な
討
論
で
は
、
東
京
医

大
の
女
性
受
験
者
一
律
減
点

問
題
、　
年
改
定
で
の
歯
科

18

施
設
基
準
に
関
す
る
諸
問

題
、
大
阪
北
部
地
震
や
西
日

本
豪
雨
災
害
、
H
P
V
ワ
ク

チ
ン
問
題
、
子
ど
も
医
療
費

助
成
な
ど
に
つ
い
て
議
論
を

深
め
た
。
ま
た
、
愛
媛
協
会

の
藤
田
敏
博
会
長
が
理
事
会

に
出
席
し
、「
保
団
連
や
全
国

の
協
会
・
医
会
か
ら
役
員
や

事
務
局
員
が
駆
け
つ
け
て
下

さ
り
、
涙
さ
れ
る
会
員
の
先

生
も
い
た
。
深
い
『
絆
』
を

感
じ
た
。
感
謝
を
申
し
上
げ

る
と
と
も
に
、
被
害
に
遭
わ

れ
た
他
県
の
方
々
を
含
め
哀

悼
の
意
を
表
し
た
い
」
と
話

し
た
。

　
7
月
の
韓
国
の
レ
セ
プ
ト

審
査
機
関
視
察
で
、
画
一
的

な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
審
査
の

問
題
点
に
関
す
る
報
告
が

あ
っ
た
。
日
本
で
も
今
秋
か

ら
レ
セ
プ
ト
請
求
時
の
摘
要

欄
記
載
の
コ
ー
ド
化
が
始
ま

り
、
注
目
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
と
い
え
そ
う
だ
。

（
理
事
　
杉
山
正
隆
）

禁
煙
問
題
の
学
習
会
を
開
催

被
災
協
会
か
ら
感
謝
の
言
葉
も

第
8
回

第
8
回
保保
団
連
理

団
連
理
事事
会会

【8月5日】

宛
姐

鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵

　
女
性
受
験
者
の
一
律
減
点

は
、
医
師
を
志
す
者
を
性
別

に
よ
っ
て
不
当
に
差
別
す
る

も
の
で
す
。
女
性
だ
か
ら
と

い
う
理
由
で
人
生
の
重
要
な

選
択
肢
が
狭
め
ら
れ
る
こ
と

は
、
男
女
平
等
を
定
め
た
憲

法
　
条
の
精
神
に
反
し
、
決

14

し
て
許
さ
れ
ま
せ

ん
。
　
東
京
医
科
大
学
の

関
係
者
は
「
女
性
が

結
婚
や
出
産
を
機
に

離
職
す
る
こ
と
を
懸

念
し
た
措
置
」
と

　
東
京
医
科
大
学
の
入
試
で
、
女
性
受
験
者
の
点
数
が
一

律
に
減
点
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
保
団

連
理
事
会
は
8
月
5
日
、い
か
な
る
理
由
が
あ
ろ
う
と
も
、

性
差
別
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
厳
重
に
抗
議
す
る
声
明
を
発

表
し
て
い
る
。
女
性
医
師
・
歯
科
医
師
の
就
労
環
境
の
改

善
に
向
け
取
り
組
み
を
進
め
て
き
た
保
団
連
女
性
部
の
斉

藤
み
ち
子
部
長
（
写
真
）
に
、
こ
の
問
題
を
ど
う
考
え
る

か
を
聞
い
た
。

語
っ
た
と
報
道
さ
れ
て
い
ま

す
。
　
女
性
医
師
が
出
産
や
育
児

で
離
職
す
る
現
実
が
あ
る
な

ら
ば
、
出
産
や
育
児
と
医
師

の
仕
事
を
両
立
で
き
る
環
境

を
整
備
す
べ
き
で
す
。

現
場
の
努
力
は
限
界

　
出
産
や
育
児
に
よ
る
離
職

の
原
因
は
、
長
時
間
労
働
な

ど
医
師
全
般
の
過
酷
な
働
き

方
に
あ
り
、
こ
の
問
題
を
解

決
す
る
に
は
、
医
師
の
絶
対

数
の
増
加
が
不
可
欠
で
す
。

日
本
の
医
師
数
は
少
な
く
、

人
口
1
0
0
0
人
当
た
り
O

E
C
D
平
均
3
・
3
人
に
対

し
、
日
本
は
2
・
4
人
で
す
。

　
厚
労
省
は
、
医
師
が
過
労

死
ラ
イ
ン
で
働
く
こ
と
を
前

提
に
「
2
0
2
8
年
ご
ろ
に

は
医
師
不
足
が
解
消
す
る
」

と
し
て
医
学
部
定
員
を
増
や

そ
う
と
し
ま
せ
ん
。し
か
し
、

医
師
数
増
や
医
療
機
関
が
余

裕
を
も
っ
て
医
師
を
確
保
す

る
た
め
の
診
療
報
酬
拡
充
な

ど
根
本
的
な
対
策
が
な
い
現

状
で
は
、
過
酷
な
労
働
環
境

を
改
善
し
よ
う
と
す
る
医
療

現
場
の
努
力
は
限
界
に
達
し

て
い
ま
す
。
全
国
で
今
回
の

よ
う
な
事
態
が
起
き
て
も
お

か
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

「
育
児
は
女
性
」の
　

意
識
改
革
必
要

　
そ
も
そ
も
、
出
産
は
と
も

か
く
、
な
ぜ
女
性
だ
け
、
結

婚
や
育
児
を
理
由
と
す
る
離

職
が
問
題
と
な
る
の
で
し
ょ

う
か
。
こ
の
問
題
の
根
源
に

は
、
明
治
民
法
や
高
度
経
済

成
長
期
の
「
男
は
仕
事
、
女

は
家
庭
」
と
い
う
基
本
政
策

に
よ
り
で
き
あ
が
っ
て
き
た

男
女
不
平
等
の
構
図
が
あ
り

ま
す
。
男
性
は
家
庭
を
守
る

妻
の
分
も
含
め
た
二
人
分
の

長
時
間
労
働
を
強
い
ら
れ
、

女
性
は
家
事
、
育
児
、
介
護

を
一
手
に
引
き
受
け
る
図
式

が
作
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
働

く
女
性
は
二
人
分
の
労
働
に

加
え
て
家
事
、
育
児
、
介
護

を
す
べ
て
こ
な
さ
な
け
れ
ば

男
性
と
同
等
に
扱
わ
れ
ず
、

そ
れ
が
無
理
な
ら
ば
仕
事
を

制
限
す
る
し
か
な
い
状
況
に

陥
り
ま
し
た
。
社
会
全
体
の

意
識
改
革
も
必
要
で
す
。

　
女
性
医
師
が
能
力
を
最
大

限
に
発
揮
し
て
働
け
る
職
場

は
、
男
性
医
師
に
も
働
き
や

す
い
は
ず
で
す
。私
た
ち
は
、

男
女
と
も
医
師
と
し
て
人
間

ら
し
く
働
き
続
け
ら
れ
る
環

境
整
備
を
求
め
て
い
ま
す
。

斉
藤
み
ち
子
女
性
部
長
に
聞
く

待ち時間を楽しく

性別による不当な差別

患
者
さ
ん
に
大
好
評
の
ク
イ
ズ
ハ
ガ
キ

お
問
い
合
わ
せ
は
協
会
・
医
会
、保
団
連
ま
で
 

の
医
療
）を
作
成
し
た
。

診
療
の
待
ち
時
間
に
患

者
さ
ん
に
医
療
に
関
す

る
簡
単
な
ク
イ
ズ
に
答

え
て
も
ら
い
、
応
募
す

る
と
抽
選
で
景
品
も
当

た
る
。

　
ク
イ
ズ
は
選
択
式
で

計
3
問
。
現
在
政
府
が

進
め
て
い
る
　
歳
以
上

75

の
窓
口
負
担
2
割
化

や
、
諸
外
国
の
患
者
負

担
の
状
況
な
ど
が
自
然
と
わ

か
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　
政
府
は
6
月
に
決
め
た

「
骨
太
方
針
2
0
1
8
」
で

社
会
保
障
費
抑
制
路
線
の
継

続
と
、　
歳
以
上
の
窓
口
負

75

担
2
割
化
や
受
診
時
定
額
負

担
の
導
入
な
ど
の
さ
ら
な
る

患
者
・
利
用
者
負
担
増
を
打

ち
出
し
た
。　
保
団
連
は
ク

イ
ズ
ハ
ガ
キ
や
併
せ
て
取
り

組
む
患
者
署
名
を
通
じ
て
、

こ
う
し
た
負
担
増
計
画
を
知

ら
せ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い

る
。

　
保
団
連
は
、
政
府
が
進
め

る
患
者
負
担
増
計
画
を
患
者

に
知
ら
せ
、
よ
り
良
い
医
療

を
求
め
る
世
論
を
広
げ
る
た

め
、
新
し
い
ク
イ
ズ
ハ
ガ
キ

（
ク
イ
ズ
で
考
え
る
私
た
ち

　
保
団
連
女
性
部
は
8
月
2

日
、
女
性
医
師
・
歯
科
医
師

の
就
労
環
境
の
改
善
を
求

め
、
厚
労
省
に
要
請
書
を
提

出
し
た
。ま
た
、事
前
に
送
っ

た
質
問
項
目
を
基
に
、
代
診

や
保
育
の
実
態
な
ど
に
つ
い

て
懇
談
し
た
。

　
要
請
内
容
は
、
▽
国
保
の

出
産
手
当
金
・
傷
病
手
当
金

の
法
定
給
付
化
▽
出
産
・
育

児
時
の
国
民
健
康
保
険
・
国

民
年
金
の
保
険
料
免
除
▽
出

産
・
傷
病
時
の
代
診
確
保
の

実
態
調
査
▽
必
要
な
人
が
誰

で
も
利
用
で
き
る
認
可
保
育

所
の
増
設
▽
国
の
責
任
で
の

病
児
･
病
後
児
保
育
の
充
実

―
の
5
点
。

　
国
保
で
出
産
手
当
金
を
法

定
給
付
と
し
た
場
合
に
必
要

な
財
源
に
つ
い
て
厚
労
省

は
、
試
算
を
し
て
い
な
い
と

回
答
。
保
団
連
は
、
女
性
医

師
は
増
加
し
て
お
り
、
開
業

し
て
妊
娠
し
、
出
産
手
当
金

が
必
要
と
な
る
場
合
も
多
く

な
る
と
指
摘
し
、
試
算
を
行

い
、
法
定
給
付
化
を
検
討
し

て
ほ
し
い
と
求
め
た
。　

　
代
診
に
関
し
て
厚
労
省

は
、
日
医
に
委
託
し
て
い
る

女
性
医
師
バ
ン
ク
の
事
業
を

日
医
と
緊
密
に
連
絡
を
と
り

な
が
ら
進
め
る
と
述
べ
た
。

保
団
連
は
、
2
0
1
5
年
に

実
施
し
た
開
業
女
性
医
師
・

歯
科
医
師
ア
ン
ケ
ー
ト
で
代

診
確
保
が
困
難
と
い
う
切
実

な
声
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
と

紹
介
し
、
現
場
の
声
を
聞
い

て
ほ
し
い
と
要
望
し
た
。

　
ま
た
厚
労
省
か
ら
、病
児
・

病
後
児
保
育
の
充
実
の
た

め
、
国
か
ら
の
補
助
額
の
上

乗
せ
な
ど
を
行
っ
た
と
説
明

が
あ
っ
た
。
保
団
連
は
、
病

児
・
病
後
児
保
育
の
需
要
は

多
く
、
必
要
と
す
る
人
す
べ

て
に
行
き
渡
る
施
策
が
必
要

と
指
摘
し
た
。

保
育
の
充
実
な
ど
求
め
る

女
性
部
が
厚
労
省
要
請

要請では代診の実態調査や保育の充実などを求めた

女性受験者の
一律減点問題  背景に医師不足
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（
1
）
次
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
こ
と
。

ア
 　
過
去
1
年
間
に
歯
周

病
安
定
期
治
療
（
Ⅰ
）
ま
た

は
歯
周
病
安
定
期
治
療（
Ⅱ
）

を
あ
わ
せ
て
　
回
以
上
算
定

30

し
て
い
る
こ
と
。

イ
 　
過
去
1
年
間
に
フ
ッ

化
物
歯
面
塗
布
処
置
ま
た
は

歯
科
疾
患
管
理
料
の
エ
ナ
メ

ル
質
初
期
う
蝕
管
理
加
算
を

あ
わ
せ
て
　
回
以
上
算
定
し

10

て
い
る
こ
と
。

   疑
義
解
釈

　
歯
科
の
今
次
改
定
の
内
容
を
シ
リ
ー
ズ
で
解
説
す

る
。
今
回
は
、
か
か
り
つ
け
歯
科
医
機
能
強
化
型
歯
科

診
療
所
の
施
設
基
準
を
取
り
上
げ
る
。（
　
回
連
載
）

16

ウ
 　
ク
ラ
ウ
ン
・
ブ
リ
ッ
ジ

維
持
管
理
料
を
算
定
す
る
旨

を
届
け
出
て
い
る
こ
と
。

エ
 　
歯
科
点
数
表
の
初
診

料
の
注
1
に
規
定
す
る
施
設

基
準
を
届
け
出
て
い
る
こ

と
。

（
2
）
過
去
1
年
間
に
歯
科

訪
問
診
療
1
も
し
く
は
歯
科

訪
問
診
療
2
の
算
定
回
数
ま

た
は
連
携
す
る
在
宅
療
養
支

援
歯
科
診
療
所
1
も
し
く
は

在
宅
療
養
支
援
歯
科
診
療
所

2
に
依
頼
し
た
歯
科
訪
問
診

療
の
回
数
が
あ
わ
せ
て
5
回

以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
3
）
過
去
1
年
間
に
診
療

情
報
提
供
料
ま
た
は
診
療
情

報
連
携
共
有
料
を
あ
わ
せ
て

5
回
以
上
算
定
し
て
い
る
実

績
が
あ
る
こ
と
。

　
問
題
点

　
①
2
0
1
6
年
導
入
時
の

か
強
診
か
ら
比
べ
て
も
実
績

を
重
視
し
た
。
追
加
項
目
が

極
め
て
多
数
に
な
り
、
算
定

実
績
か
ら
算
定
回
数
が
規
定

さ
れ
る
な
ど
、
算
定
可
能
な

医
療
機
関
の
ハ
ー
ド
ル
が
高

く
な
っ
た
。
ま
た
、
明
ら
か

に
在
宅
1
件
の
届
出
で
か
強

診
を
算
定
し
て
い
た
医
療
機

関
が
排
除
さ
れ
る
方
向
に

な
っ
た
。

   疑
義
解
釈

※
　
今
ま
で
は
、
Ⅱ
か
ら
Ⅰ

へ
の
移
行
は
認
め
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
が
、
こ
の
疑
義
解

釈
が
出
さ
れ
た
こ
と
自
体
、

厚
労
省
も
ハ
ー
ド
ル
を
上
げ

た
と
の
認
識
に
あ
る
の
だ
ろ

う
。
な
お
、
施
設
基
準
の
要

件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
時

点
で
、
届
け
出
た
保
険
医
療

機
関
の
責
任
に
お
い
て
施
設

基
準
の
辞
退
届
を
各
地
方
厚

生
（
支
）
局
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
②
訪
問
口
腔
リ
ハ
の
加
算

が
1
0
0
点
か
ら
　
点
に
減

75

算
さ
れ
た
。
将
来
的
に
は
実

績
に
満
た
な
い
医
療
機
関
へ

の
施
設
基
準
に
対
す
る
適
時

調
査
や
、個
別
指
導
な
ど
で

安
易
に
利
用
さ
れ
る
危
険
性

を
は
ら
ん
で
お
り
、算
定
に

は
特
に
注
意
が
必
要
だ
。

　
今
回
の
改
定
は
、
本
来
の

患
者
さ
ん
が
安
心
し
て
か
か

れ
る
か
か
り
つ
け
歯
科
の
意

味
合
い
か
ら
大
き
く
か
け
離

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
内
容
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
保
団
連
歯
科
社
保
・
審
査

対
策
部
部
員
　
瀧
岡
満
）

か
か
り
つ
け
歯
科
医
機
能
強
化
型

歯
科
診
療
所
の
施
設
基
準②

　
か
か
り
つ
け
歯
科
医
機

能
強
化
型
歯
科
診
療
所
の

施
設
基
準
の
要
件
に
、「
過

去
1
年
間
に
フ
ッ
化
物
歯

面
塗
布
処
置
又
は
歯
科
疾

患
管
理
料
の
エ
ナ
メ
ル
質

初
期
う
蝕
管
理
加
算
を
あ

わ
せ
て
　
回
以
上
算
定
し

10

て
い
る
こ
と
」と
あ
る
が
、

「
フ
ッ
化
物
歯
面
塗
布
処

置
」
は
、「
う
蝕
多
発
傾
向

者
の
場
合
」、「
在
宅
等
療

養
患
者
の
場
合
」又
は「
エ

ナ
メ
ル
質
初
期
う
蝕
に
罹

患
し
て
い
る
患
者
の
場

合
」
の
い
ず
れ
も
該
当
す

る
。

駅悦 詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠

駅悦 詠詠詠詠詠詠詠詠詠

歯
周
病
安
定
期
治
療（
Ⅱ
）

を
算
定
し
て
い
た
患
者
に

つ
い
て
、
か
か
り
つ
け
歯

科
医
機
能
強
化
型
歯
科
診

療
所
の
施
設
基
準
を
満
た

さ
な
く
な
り
、
取
り
下
げ

た
場
合
に
限
り
、
歯
周
病

安
定
期
治
療
（
Ⅰ
）
に
移

行
し
て
差
し
支
え
な
い
。

駅悦 詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠

　
2
0
1
6
年
度
「
保
険
医

療
機
関
等
の
指
導
・
監
査
等

の
実
施
状
況
」
で
は
、
個
別

指
導
・
監
査
・
適
時
調
査
の

返
還
金
額
は「
個
別
指
導（
　40

億
9
0
0
0
万
円
）」、「
監
査

（
4
億
5
0
0
0
万
円
）」、

「
適
時
調
査
（
　
億
6
0
0

43

0
万
円
）」
と
な
っ
て
い
る
。

　「
適
時
調
査
」
は
、
地
方
厚

生
局
に
届
け
出
た
入
院
料
や

リ
ハ
ビ
リ
な
ど
の
施
設
基
準

が
満
た
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
を
実
地
調
査
す
る
も
の

で
、
病
院
を
中
心
に
実
施
さ

れ
て
い
る
。

　
施
設
基
準
の
届
出
が
必
要

な
点
数
は
、
医
療
技
術
の
進

歩
と
患
者
要
求
へ
の
対
応
と

し
て
の「
医
療
機
能
の
評
価
」

と
い
う
側
面
と
、
厚
労
省
に

よ
る
政
策
的
な
「
医
療
機
関

の
規
制
強
化
」
の
側
面
が
あ

る
。
今
で
は
約
3
0
0
項
目

に
増
大
し
た
施
設
基
準
は
、

複
雑
で
細
か
い
要
件
の
意
識

的
整
備
に
よ
る
届
出
と
、
届

出
後
の
日
常
的
な
管
理
が
肝

要
で
あ
る
。
特
に
、「
適
時
調

査
」
で
の
不
適
合
の
発
覚
の

際
は
、
遡
っ
て
算
定
金
額
の

返
還
へ
と
つ
な
が
り
、
医
療

機
関
経
営
の
屋
台
骨
を
揺
る

が
し
か
ね
な
い
。

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
保

団
連
で
は
書
籍
『
届
出
医
療

等
の
活
用
と
留
意
点
』
を
発

行
し
、
多
く
の
病
院
・
診
療

所
で
、
適
時
調
査
や
個
別
指

導
対
策
に
活
用
さ
れ
て
い

る
。
　
2
0
1
8
年
版
は
内
容
を

大
幅
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
、

こ
れ
ま
で
の
「
届
出
・
日
常

管
理
チ
ェ
ッ
ク
表
」に
加
え
、

適
時
調
査
の
「
重
点
調
査
対

象
」や「
重
点
確
認
事
項
」、事

前
提
出
書
類
や
当
日
準
備
書

類
が
一
目
で
わ
か
る
よ
う
に

し
た
。

　
一
方
、
病
院
に
お
け
る
入

院
料
の
届
出
と
日
常
管
理
に

は
、
様
式
9
の
整
備
が
不
可

欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
様
式

9
は
、
患
者
数
や
看
護
職
員

の
勤
務
状
況
等
の
情
報
を
も

と
に
1
枚
の
様
式
の
中
で
最

大
　
項
目
も
の
計
算
を
行
っ

17
て
管
理
を
し
な
く
て
は
な
ら

ず
、
管
理
ミ
ス
発
生
の
温
床

と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
た
め
保
団
連
は
、「
N

T
T
デ
ー
タ
セ
キ
ス
イ
シ
ス

テ
ム
ズ
」
と
協
力
し
て
、「
様

式
9
自
動
計
算
機
能
付E

x
ce
l

表
」
を
作
成
し
、
2
0

1
4
年
3
月
　
日
よ
り
保
団

31

連
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
無
料
公

開
し
、
今
で
は
多
く
の
病
院

で
活
用
さ
れ
て
い
る
（h

ttp
://y
ou
sh
ik
i9.doc-n

e
t.or.jp/

）。

　
適
時
調
査
と
個
別
指
導
対

策
を
強
化
す
る
た
め
に
、『
届

出
医
療
等
の
活
用
と
留
意

点
』
と
、
様
式
9
自
動
計
算

機
能
付E

x
c
e
l

表
の
活
用

が
必
要
で
あ
る
。

適
時
調
査
、個
別
指
導
対
策
に
必
携

『届出医療等の活用と留意点』

 様式９ Excel表

ご利用ください

改
定
の
あ
り
方
が

問
わ
れ
て
い
る

　
説
明
会
で
寄
せ
ら
れ
た
声

で
最
も
要
望
が
強
か
っ
た
の

が
、
改
定
実
施
ま
で
の
周
知

期
間
の
確
保
だ
。　
年
以
上

20

に
渡
り
2
月
末
に
告
示
案
、

3
月
上
旬
に
告
示
・
通
知
し
、

1
カ
月
弱
で
4
月
改
定
が
実

施
さ
れ
る
ス
タ
イ
ル
は
変

わ
っ
て
い
な
い
。

　
し
か
し
、
施
設
基
準
が
設

定
さ
れ
る
点
数
の
増
加
で
、

届
出
ま
で
に
実
績
期
間
が
要

求
さ
れ
る
結
果
、
6
月
や
　10

月
実
施
な
ど
経
過
措
置
が
設

け
ら
れ
る
項
目
も
増
え
て
い

る
の
が
実
態
だ
。
告
示
・
通

知
を
出
し
た
後
に
、
実
施
ま

で
一
定
期
間
を
確
保
す
る
対

応
は
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
改
定
実
施
の
在

り
方
を
抜
本
的
に
改
善
す
る

取
り
組
み
が
必
要
だ
。

在
宅
参
入
へ
の
　

ち
ゅ
う
ち
ょ
懸
念

　
関
連
し
て
「
点
数
が
複
雑

す
ぎ
る
、
単
純
化
し
て
ほ
し

い
」
と
の
要
望
が
強
い
。

　
在
宅
医
療
点
数
を
例
に
と

れ
ば
、
在
宅
時
医
学
総
合
管

理
料
等
を
算
定
す
る
マ
ン

シ
ョ
ン
や
施
設
に
入
居
す
る

患
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
月

の
管
理
料
算
定
患
者
の
数
に

よ
っ
て
点
数
が
変
わ
っ
て
く

る
複
雑
さ
だ
（
単
一
建
物
診

療
患
者
）。2
0
1
8
年
改
定

で
は
、
要
介
護
状
態
や
頻
回

訪
問
看
護
を
受
け
て
い
る
状

態
な
ど
の
要
件
で
算
定
で
き

る
「
包
括
的
支
援
加
算
」
が

設
定
さ
れ
、
さ
ら
に

複
雑
さ
が
増
し
た
。

　
訪
問
診
療
料
に
つ

い
て
は
、
複
数
医
療

機
関
の
算
定
が
認
め

ら
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
算
定
点
数
を
分

け
た
こ
と
や
、
併
設

の
介
護
老
人
保
健
施

設
へ
の
訪
問
診
療
料

の
新
設
な
ど
、
組
み

合
わ
せ
の
複
雑
さ
も

加
わ
っ
た
。

　
複
雑
さ
や
　
時
間
対
応
な

24

ど
施
設
基
準
の
ハ
ー
ド
ル
の

高
さ
が
影
響
し
て
、
在
宅
へ

の
参
入
に
ち
ゅ
う
ち
ょ
す
る

医
療
機
関
が
増
え
る
こ
と
を

危
惧
す
る
声
も
出
さ
れ
て
い

る
。地

域
医
療
の
底
上

げ
こ
そ

　
地
域
の
第
一
線
医
療
を
担

う
医
療
機
関
に
対
す
る
基
本

診
療
料
を
中
心
と
し
た
診
療

報
酬
の
底
上
げ
も
、
今
回
最

も
要
望
が
多
か
っ
た
項
目
の

一
つ
だ
。
昨
年
夏
か
ら
財
務

省
な
ど
が「
マ
イ
ナ
ス
改
定
」

の
攻
勢
を
強
め
る
中
、
全
国

で
診
療
報
酬
引
き
上
げ
を
求

め
る
署
名
に
取
り
組
み
、
粘

り
強
く
政
府
に
要
請
し
た
。

そ
の
結
果
、
ネ
ッ
ト
で
は
マ

イ
ナ
ス
と
な
っ
た
が
本
体
は

0
・
　
%
と
若
干
の
プ
ラ
ス

55

と
な
り
、
わ
す
か
で
も
前
回

改
定
率
を
上
回
る
成
果
に
つ

な
が
っ
た
。

　
し
か
し
こ
の
改
定
率
で
は

医
療
崩
壊
か
ら
の
回
復
は
到

底
見
込
め
な
い
。
政
府
が
企

業
に
対
し
て
貸
金
3
 %

ア
ッ
プ
を
要
請
し
て
い
た
こ

と
と
も
矛
盾
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
7
月
末
の
中
医
協

で
は
、
医
療
機
関
の
消
費
税

負
担
に
対
す
る
2
0
1
4
年

改
定
で
の
補
填
が
全
体
と
し

て
不
足
し
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
で
は

地
域
包
括
ケ
ア
の
充
実
ど
こ

ろ
か
、
支
え
手
で
あ
る
医
療

機
関
の
疲
弊
に
拍
車
を
か
け

る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

現
場
の
声
を

　
保
団
連
は
秋
か
ら
、
2
0

2
0
年
診
療
報
酬
改
定
に
向

け
た
改
善
要
求
の
議
論
を
進

め
る
と
と
も
に
、
全
国
的
な

改
善
の
取
り
組
み
を
行
う
予

定
で
あ
る
。
個
別
の
点
数
項

目
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
不
合
理

や
改
善
す
べ
き
課
題
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。保
団
連
で
は
、

医
療
現
場
で
生
じ
て
い
る
矛

盾
や
不
合
理
を
各
保
険
医
協

会
・
医
会
を
通
じ
て
寄
せ
て

い
た
だ
け
る
よ
う
呼
び
掛
け

て
い
る
。

　
2
0
1
8
年
診
療
報
酬
改
定
で
保
団
連
は
、
3
月
に

全
国
の
保
険
医
協
会
・
医
会
が
開
く
新
点
数
説
明
会
で
、

診
療
報
酬
の
引
き
上
げ
や
患
者
負
担
の
軽
減
を
求
め
る

決
議
や
署
名
、
参
加
者
か
ら
診
療
報
酬
改
善
の
声
を
集

め
る
取
り
組
み
を
進
め
て
き
た
。
保
団
連
は
医
療
現
場

で
生
じ
て
い
る
矛
盾
や
不
合
理
の
声
を
集
め
、
政
府
・

厚
労
省
に
改
善
を
求
め
て
い
く
。

医科診療報酬改定で矛盾・不合理の声

改定の周知期間の確改定の周知期間の確保保

在宅点数が複雑すぎ在宅点数が複雑すぎるる

基本診療料基本診療料引引き上げをき上げを……

改
善
求
め
議
論
開
始
 国
に
要
請
へ

診療報酬改定に向けて昨年8月
に行った厚労省要請のもよう
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前
回
ま
で
、支
払
基
金「
改

革
」
の
問
題
点
と
し
て
、
I

C
T
を
使
っ
た
審
査
の
拡
大

と
支
払
基
金
支
部
の
統
合
・

集
約
化
（
実
証
テ
ス
ト
）
を

取
り
上
げ
て
き
ま
し
た
。
今

回
は
支
払
基
金
の
事
務
費
の

在
り
方
の
見
直
し
に
つ
い
て

見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
　
規
制
改
革
会
議
で
は
支
払

基
金
の
事
務
費
に
つ
い
て
、

支
払
基
金
法
　
条
を
変
え
る

26

べ
き
だ
と
い
う
意
見
が
出
さ

れ
ま
し
た
。

　
同
条
で
は
、
支
払
基
金
の

運
営
に
必
要
な
費
用
は
、
レ

セ
プ
ト
件
数
に
応
じ
て
保
険

者
が
負
担
す
る
仕
組
み
と

な
っ
て
い
ま
す
。
規
制
改
革

会
議
で
は
「
競
争
的
な
価
格

と
な
る
よ
う
な
　
条
の
在
り

26

方
と
い
う
の
を
考
え
な
い
限

り
は
、
啻
我
が
国
の
皆
保
険

制
度
が
成
り
立
た
な
く
な
る

時
期
が
ど
ん
ど
ん
近
づ
い
て

い
る
と
い
う
危
機
感
を
持
っ

て
お
り
ま
す
」、「
健
保
組
合

の
啻
審
査
に
係
る
手
数
料
は

1
6
7
億
円
で
す
。
そ
れ
に

対
し
て
減
額
査
定
額
は
1
1

0
億
円
と
い
う
こ
と
で
、
費

用
対
効
果
は
こ
の
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
」な
ど
、は
っ

き
り
と
事
務
費
を
査
定
の
対

価
と
み
な
す
意
見
が
出
さ
れ

ま
し
た
。

審
査
に
か
か
る「
手

間
」が
基
準

　
こ
う
し
た
意
見
に
応
え
る

よ
う
に
、
支
払
基
金
は
事
務

費
の
段
階
化
に
つ
い
て
「
改

革
案
」を
示
し
て
き
ま
し
た
。

2
0
1
6
年
6
月
に
策
定
し

た
支
払
基
金
改
革
案
で
は
、

審
査
手
数
料
の
段
階
化
と
し

て
、「
明
ら
か
に
紛
れ
の
な
い

レ
セ
プ
ト
」「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

チ
ェ
ッ
ク
で
完
結
」「
職
員
で

完
結
」「
審
査
委
員
に
よ
る
審

査
」の
4
段
階
化
を
示
し
て
、

「
明
ら
か
に
紛
れ
の
な
い
レ

セ
プ
ト
」に
は
低
い
手
数
料
、

「
審
査
委
員
に
よ
る
審
査
」

に
は
高
い
手
数
料
を
設
定
す

る
と
し
ま
し
た
。　
年
7
月

17

に
策
定
し
た「
効
率
化
計
画
」

で
は
、「
審
査
手
数
料
の
設
定

の
在
り
方
を
見
直
し
、
審
査

手
数
料
を
段
階
化
し
、
現
行

シ
ス
テ
ム
で
も
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
チ
ェ
ッ
ク
で
審
査
を
完
結

さ
せ
る
レ
セ
プ
ト
（
判
断
が

明
ら
か
な
レ
セ
プ
ト
）
に
つ

い
て
は
、
他
の
レ
セ
プ
ト
と

は
別
途
の
審
査
手
数
料
を
設

定
す
る
」
と
し
、　
年
3
月

18

に
策
定
し
た「
今
後
の
取
組
」

で
は
「
手
数
料
の
階
層
化
に

つ
い
て
、
具
体
化
に
向
け
た

検
討
を
行
う
」
と
、
審
査
に

係
る
「
手
間
」
を
基
準
に
事

務
費
を
段
階
的
に
設
定
す
る

こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

「
手
数
料
に
見
合
っ
た

査
定
」の
お
そ
れ
も

　「
効
率
化
計
画
」で
1
％
を

目
指
す
と
さ
れ
て
い
る
「
審

査
委
員
に
よ
る
審
査
」
に
最

も
高
い
手
数
料
が
設
定
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
と
、「
費
用
対

効
果
」
が
求
め
ら
れ
、
事
務

手
数
料
に
見
合
っ
た
査
定
が

求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
か

ね
ま
せ
ん
。
現
在
で
も
審
査

に
か
け
る
時
間
は
、
レ
セ
プ

ト
に
よ
っ
て
か
な
り
差
が
あ

り
ま
す
が
、「
時
間
を
か
け
た

の
だ
か
ら
査
定
を
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
」
と
い
う
観
点

か
ら
の
審
査
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
審
査
事
務
手
数
料
の
段

階
化
は
支
払
基
金
の
性
格
の

変
更
に
つ
な
が
る
だ
け
で
な

く
、
支
払
基
金
へ
の
信
頼
が

揺
ら
ぐ
こ
と
に
も
な
り
ま

す
。
　
事
務
費
の
段
階
化
は
「
公

的
保
険
に
よ
る
医
療
保
障
の

た
め
の
医
療
費
の
支
払
い
」

と
「
中
立
・
公
正
な
審
査
」

を
担
う
支
払
基
金
の
性
格
を

「
保
険
者
の
求
め
に
応
じ
て

査
定
す
る
機
関
」
へ
の
変
更

を
迫
る
も
の
と
言
わ
ざ
る
を

得
ま
せ
ん
。

　
医
療
機
関
に
診
療
報
酬
を
支
払
う
支
払
基
金
の
「
改

革
」
に
向
け
た
議
論
が
進
ん
で
い
る
。
全
国
社
会
保
険

診
療
報
酬
支
払
基
金
労
働
組
合
（
全
基
労
）
中
央
執
行

委
員
長
の
平
岡
信
彦
氏
（
写
真
）
に
医
療
へ
の
影
響
な

ど
を
連
載
で
解
説
し
て
も
ら
う
。（
6
回
連
載
）

基
金
の
性
格
変
え
る
事
務
費
の
段
階
化

欝

寒
刊

苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅
苅

「
支
え
手
不
足
」は
　

ま
や
か
し

　
政
府
が
2
0
1
2
年
前
後

に
作
成
し
た
パ
ン
フ
「
明
日

の
安
心
　
社
会
保
障
と
税
の

一
体
改
革
を
考
え
る
」で
は
、

日
本
の
社
会
は
、
1
9
6
5

年
に
は
1
人
の
高
齢
者
（
　65

歳
以
上
）
を
　
歳
～
　
歳
の

20

64

世
代
が
9
・
1
人
で
支
え
る

胴
上
げ
型
か
ら
、
2
0
1
2

合
」、
数
字
が
1
・
　
人
（
2

12

0
3
0
年
）
に
「
上
向
く
可

能
性
が
あ
る
」と
し
て
い
る
。

　
税
・
保
険
料
な
ど
社
会
保

障
の
財
源
を
支
え
る
働
き
手

を
増
や
す
と
と
も
に
、
働
き

手
1
人
あ
た
り
が
支
え
る
力

（
所
得
水
準
）
を
い
か
に
引

き
上
げ
る
か
が
重
要
と
い
え

る
。雇

用
の
正
規
化
・
賃

上
げ
で
財
源
確
保
を

　
こ
こ
　
年
で
、
非
正
規
雇

20

用
が
労
働
者
の
4
割
弱
に
達

す
る
と
と
も
に
、
年
収
2
0

0
万
円
以
下
の
者
が
1
1
3

0
万
人
（
2
0
1
7
年
度
）

と
5
年
連
続
で
1
0
0
0
万

人
を
超
え
て
い
る
。
賃
金
低

下
は
税
・
保
険
料
収
入
を
押

し
下
げ
る
。
ま
た
、
被
用
者

保
険
が
適
用
さ
れ
な
い
非
正

規
雇
用
が
増
え
る
ほ
ど
、
事

業
主
の
保
険
料
負
担
が
軽
減

さ
れ
、
代
わ
り
に
、
低
賃
金

の
労
働
者
が
、
保
険
料
水
準

が
高
い
国
民
健
康
保
険
に
流

入
し
滞
納
が
増
え
る
な
ど
の

結
果
、
保
険
料
収
入
全
体
が

伸
び
悩
む
状
況
と
も
な
っ
て

い
る
。

　
雇
用
拡
大
、
賃
金
改
善
を

通
じ
て
、
税
・
保
険
料
を
増

や
し
、
社
会
保
障
財
源
の
基

盤
を
強
化
す
る
施
策
こ
そ
が

必
要
で
あ
る

　
若
者
な
ど
現
役
世
代
が
減
り
、高
齢
者
が
増
え
る
結
果
、

社
会
保
障
制
度
が
破
綻
す
る
と
し
て
、
社
会
保
障
の
給
付

削
減
や
安
定
し
た
財
源
と
し
て
消
費
税
増
税
を
主
張
す
る

議
論
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
社
会
保
障
の
支
え
手
を
、

年
齢
（
世
代
）
を
用
い
て
論
じ
る
こ
と
は
不
適
切
だ
。「
働

き
手
」
で
見
れ
ば
状
況
に
ほ
と
ん
ど
変
化
は
な
い
。
働
き

手
を
増
や
す
と
と
も
に
、
所
得
水
準
を
引
き
上
げ
る
議
論

こ
そ
が
必
要
だ
。

年
に
2
・
4
人

で
支
え
る
騎
馬

戦
型
に
な
り
、

　
年
に
は
1
・

502
人
（
推
計
）

で
支
え
る
肩
車

型
に
な
る
と
し

て
い
る
。
こ
う

し
た
「
肩
車
」

型
社
会
論
を
引

き
合
い
に
、
高

齢
化
で
増
え
続

け
る
社
会
保
障

の
安
定
財
源
が

必
要
と
し
て
消

費
税
　
％
法
案

10

が
成
立
し
た
。

　
し
か
し
、　65

歳
な
ど
年
齢
に

よ
っ
て
社
会
を

養
う
側
と
養
わ

れ
る
側
に
区
分

し
て
見
る
見
方

は
適
切
で
は
な
い
。
社
会
保

障
の
支
え
手
を
論
じ
る
以

上
、
養
う
側
は
、
社
会
保
障

の
原
資
を
支
え
る
「
所
得
を

稼
ぐ
者
」、
よ
り
正
確
に
は

「
働
き
手
（
就
業
者
）」
で
見

る
方
が
適
切
で
あ
る
。
社
会

保
障
の
支
え
手
は
、
就
労
の

有
無
・
程
度
な
ど
に
応
じ
て

決
ま
る
以
上
、
年
齢
で
人
口

を
切
り
分
け
て
、「
胴
上
げ

型
」「
騎
馬
戦
型
」「
肩
車
型
」

な
ど
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
危
機

感
を
煽
る
こ
と
は
ま
や
か
し

の
議
論
に
す
ぎ
な
い
。

就
業
者
数
の
割
合
　

変
化
な
し

　「
厚
生
労
働
白
書（
2
0
1

7
年
版
）」
も
、
高
齢
者
1
人

を
支
え
る
現
役
世
代
（
　
歳
15

～
　
歳
）
の
人
数
は
、
1
9

64
8
0
年
の
7
・
4
人
か
ら
2

0
0
0
年
に
3
・
9
人
に
減

少
し
、　
年
に
は
1
・
9
人

30

に
低
下
す
る
と
し
、
高
齢
者

を
支
え
る
現
役
世
代
の
人
数

は
減
少
す
る
と
予
想
す
る
。

　
他
方
で
、「
白
書
」
は
、
就

業
者
か
ど
う
か
で
見
た
場

合
、
非
就
業
者
1
人
に
対
す

る
就
業
者
数
は
1
9
8
0
年

か
ら
2
0
1
5
年
ま
で「
0
・

9
～
1
程
度
で
推
移
し
て
お

り
、
大
き
な
変
化
は
な
い
」

と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
若

者
・
女
性
、
高
齢
者
等
の
労

働
参
加
が
適
切
に
進
ん
だ
場

「肩車」型社会論
をどうみるか

雇
用
の
確
保
・
改
善
が
カ

雇
用
の
確
保
・
改
善
が
カ
ギギ

働
き
手
が
支
え
る
人
数
変
わ
ら

働
き
手
が
支
え
る
人
数
変
わ
ら
ずず

　正規雇用の労働者を増やし、賃金を引き上げる。その上で被
用者保険の事業者負担割合や、国保料算定の報酬上限を引き上げ
る。

　さまざまな政策減税を受け、日本の法人実効税率は30.7％
（経常利益上位100社）。先進7カ国では低い水準にある。少
なくとも消費税導入前の税率（法人税42%、法人事業税11%）
に戻す。資本金1億円以上の利益計上法人の法人税率を42％に
戻すだけでも、6兆4000億円の財源を創出できる。

　2015年以降45％となっている所得税最高税率を、少なくと
も消費税増税前の60％に戻し、所得の再分配機能を高める。株
式配当の分離課税をやめ、総合所得課税とする。資産所得課税
の税率を引き上げる。

雇用と賃金を増やし、事業主負担を増や
して保険料収入を増やす

法人税を消費税導入前の税率に引き上げ

所得に応じた課税にする

社会保障財源はこうつくる
保団連の3つの提案
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根
を
超
え
た
話
が
で
き
た
こ

と
で
、
悩
み
を
解
決
し
た
り

専
門
外
の
知
識
を
得
る
こ
と

が
で
き
た
。

　
女
性
医
師
部
会
の
　
周
年

20

記
念
講
演
ま
で
2
か
月
を

き
っ
た
部
会
の
時
、「
講
演
後

の
交
流
会
で
何
か
余
興
を
す

る
か
？
」
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
。
女
性
部
会
主
催
の

勉
強
会
に
顔
を
出
し
始
め
た

頃
、女
性
部
員
み
ん
な
で「
四

季
の
歌
」
だ
っ
た
か
何
か
を

合
唱
さ
れ
た
の
が
印
象
に

残
っ
て
お
り
、「
じ
ゃ
あ
、
部

WWWWWWWWWWWWWWWWWooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnn'''''''''''''''''sssssssssssssssssEEEEEEEEEEEEEEEEEyyyyyyyyyyyyyyyyyeeeeeeeeeeeeeeeee
111111111111111112222222222222222255555555555555555

熊本協会
秋月 美和
（あきづき・みわ）

熊本協会JOYJOYの会

　
捲
泉
の
広
場
で
会
い
ま

し
ょ
う
と
／
あ
な
た
の
言
葉

を
思
い
出
す

　
か
つ
て
熊
本
城
の
近
く

に
、
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
有

す
る
交
通
セ
ン
タ
ー
プ
ラ
ザ

が
あ
っ
た
。
地
下
の
泉
の
広

場
は
県
民
の
待
ち
合
わ
せ
ス

ポ
ッ
ト
で
、
冒
頭
の
ム
ー
ド

歌
謡
調
の
歌
は
ア
ラ
フ
ォ
ー

世
代
よ
り
上
の
熊
本
県
民
に

は
馴
染
み
深
い
も
の
だ
。

　
熊
本
県
保
険
医
協
会
の
女

性
医
師
部
会
は
、
今
年
で
設

立
　
年
を
迎
え
た
。
保
団
連

20

の
女
性
部
初
代
部
長
で
も
あ

る
板
井
八
重
子
先
生
を
中
心

に
、
女
性
医
師
の
立
場
や
就

労
環
境
の
改
善
を
訴
え
、
医

師
・
歯
科
医
師
の
み
な
ら
ず
、

弁
護
士
や
心
理
療
法
士
、
養

護
教
諭
な
ど
異
職
種
の
女
性

と
も
意
見
交
流
を
持
ち
、
活

動
を
続
け
て
き
た
。

　
私
は
小
児
外
科
に
入
局

し
、
現
在
乳
腺
外
科
を
専
門

に
し
て
い
る
が
、
当
時
外
科

の
女
性
医
師
は
少
な
か
っ

た
。
女
性
医
師
部
会
で
他
科

や
年
齢
の
違
う
先
生
方
と
垣

　1994年久留米大学
医学部卒業。熊本大学
大学院医学研究科。医
学博士。熊本大学医学
部附属病院などを経て
2007年5月1日、熊本
市帯山に女性医師・ス
タッフによる乳腺専門
外来「みわクリニック」
開院。日本乳癌学会専
門医、日本外科学会専
門医、日本乳癌検診学
会評議員。熊本市医師
会代議員会副議長。

続
く
の
で
あ
る
。

　
時
間
が
な
い
た
め
、
取
り

あ
え
ず
セ
ン
タ
ー
プ
ラ
ザ
の

曲
に
合
わ
せ
て
何
と
か
歌
詞

を
作
っ
た
。

　
捲
第
4
火
曜
に
会
い
ま

し
ょ
う
と
／
貴
女
の
言
葉
を

思
い
出
す
／
最
後
の
議
案
も

も
う
終
わ
る
の
に
／
い
つ
ま

で
も
語
り
尽
き
な
い
J
O

Y
 J
O
Y
の
会
／
キ
ャ
リ

ア
も
所
属
も
様
々
だ
け
ど
／

女
性
医
師
と
共
に
歩
み
続
け

る
／
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で

も
J
O
Y
J
O
Y
の
会

　
も
ち
ろ
ん
、「
貴
女
」
と
は

板
井
先
生
の
こ
と
。
セ
ン

タ
ー
プ
ラ
ザ
の
よ
う
に
愛
さ

れ
印
象
に
残
る
会
を
、
こ
れ

か
ら
も
続
け
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
る
。
歌
を
聴
き
た

い
方
、
ぜ
ひ
熊
本
へ
外

猿
地
域
の
つ
な
が
り
生
か

　
し
て

　
農
村
の
深
刻
な
医
療
問
題

を
解
決
す
る
た
め
に
、
内
務

省
で
本
格
的
な
調
査
・
研
究

が
始
ま
っ
た
の
は
昭
和
8
年

（
1
9
3
3
年
）頃
だ
っ
た
。

制
度
作
り
の
過
程
で
は
、
民

間
保
険
会
社
や
国
が
主
体
と

な
っ
て
農
村
の
医
療
制
度
を

運
営
す
る
案
も
あ
っ
た
が
、

実
態
調
査
を
進
め
る
と
意
外

な
事
実
が
判
明
し
た
。
内
務

省
社
会
局
の
保
険
部
規
画
課

長
だ
っ
た
清
水
玄
氏
は
、
次

の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

「
無
医
村
な
ど
で
、
医
療
を

得
る
方
法
と
し
て
、
村
民
が

共
同
出
捐
し
て
医
師
の
支
払

を
す
る
組
合
の
よ
う
な
も
の

を
や
つ
て
い
る
所
が
岡
山
県

な
ど
に
あ
る
…
（
中
略
）
…

こ
の
方
式
を
う
ま
く
採
用
す

れ
ば
社
会
保
険
へ
農
村
向
の

も
の
を
作
り
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
た
」（「
国
民

健
康
保
険
小
史
」（
国
民
健
康

保
険
協
会
編
））

　
調
査
の
結
果
、岡
山
の
他
、

福
岡
や
熊
本
に
も
、
医
療
を

利
用
す
る
た
め
の
互
助
組
織

が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
内
務
省
で

は
地
域
的
つ
な
が
り
を
利
用

し
た
農
村
向
け
の
医
療
保
険

制
度
の
立
案
を
開
始
。
昭
和

9
年
（
　
年
）
7
月
、「
国
民

34

健
康
保
険
制
度
要
綱
案
（
未

定
稿
）」
を
発
表
し
た
。

　
そ
の
内
容
は
、
市
町
村
ご

と
に
組
合
を
作
っ
て
保
険
制

度
を
運
営
す
る
と
い
う
も
の

で
、
組
合
直
営
の
診
療
所
を

作
る
こ
と
な
ど
も
含
ま
れ
て

い
た
。
地
域
単
位
の
国
民
健

康
保
険
（
国
保
）
は
今
で
は

当
た
り
前
だ
が
、
当
時
は
革

新
的
で
各
方
面
か
ら
大
き
な

反
響
が
あ
っ
た
。
農
村
の
疲

弊
を
間
近
に
見
て
い
る
地
方

長
官
の
多
く
は
賛
成
の
声
を

上
げ
た
。
と
は
い
え
、
ど
ん

な
に
素
晴
ら
し
い
案
も
、
実

現
で
き
な
け
れ
ば
絵
に
描
い

た
餅
だ
。
そ
こ
で
、
埼
玉
県

の
「
越
ケ
谷
順
正
会
」、
愛
知

県
の
「
一
宮
村
隣
保
事
業
組

合
」
な
ど
の
モ
デ
ル
組
合
を

作
っ
て
、
お
試
し
運
営
が
行

わ
れ
た
の
だ
。
こ
の
モ
デ
ル

事
業
が
順
調
に
進
ん
だ
こ
と

で
、
国
保
制
定
に
弾
み
が
つ

い
た
。

猿
運
営
主
体
め
ぐ
り
審
議

　
難
航

　
そ
し
て
、
昭
和
　
年
（
　

10

35

年
）
か
ら
　
年
（
　
年
）
に

11

36

か
け
て
、
社
会
保
険
調
査
会

や
社
会
保
険
事
業
調
査
会
の

答
申
、
衆
議
院
議
長
か
ら
議

会
提
出
を
勧
め
る
建
議
書
が

出
さ
れ
、
法
律
制
定
の
下
地

が
で
き
あ
が
る
。

　
医
療
を
渇
望
す
る
農
村
の

人
々
の
た
め
に
、
当
初
、
内

務
省
は
年
度
中
の
制
度
実
施

に
向
け
、
昭
和
　
年
（
　
年
）

12

37

3
月
に
国
民
健
康
保
険
法
案

を
提
出
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

運
営
主
体
を
巡
っ
て
審
議
は

難
航
。
開
業
医
制
度
の
先
行

き
を
危
ぶ
む
医
師
会
と
も
大

き
く
対
立
し
た
。

　
よ
う
や
く
修
正
案
が
ま
と

ま
り
、
あ
と
は
貴
族
院
本
会

議
で
の
可
決
を
待
つ
だ
け
と

な
っ
た
議
会
最
終
日
。
林
銑

十
郎
首
相
が
予
算
案
可
決
直

後
に
解
散
し
た
「
食
い
逃
げ

解
散
」
の
あ
お
り
を
受
け
、

不
成
立
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
だ
。
関
係
者
の
無
念
は
い

か
ば
か
り
だ
っ
た
ろ
う
。

　
し
か
し
、翌
昭
和
　
年（
　

13

38

年
）
1
月
、
再
提
出
さ
れ
、

今
度
は
無
修
正
で
3
月
に
成

立
。
7
月
に
施
行
さ
れ
、
国

民
健
康
保
険
法
は
よ
う
や
く

陽
の
目
を
見
る
こ
と
と
な
っ

た
。
労
働
者
の
た
め
の
健
康

保
険
法
が
法
案
提
出
か
ら
わ

ず
か
　
日
で
成
立
し
た
の
に

10

比
べ
る
と
、
国
民
健
康
保
険

法
は
難
産
の
末
の
成
立
だ
っ

た
。

は
や
か
わ
ゆ
き
こ
　
1
9
6
8
年
、千
葉
県
生
ま
れ
。
明
治
大
学

文
学
部
卒
。
編
集
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
勤
務
後
、1
9
9
9
年
に
独

立
し
て
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
ラ
イ
タ
ー
に
。お
も
に
医
療
や
年
金
な
ど

の
社
会
保
障
を
テ
ー
マ
に
、
新
聞
、
雑
誌
、
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
な
ど

に
記
事
を
寄
稿
。
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
オ
ン
ラ
イ
ン「
知
ら
な
い
と
損

す
る
！
　
医
療
費
の
裏
ワ
ザ
と
落
と
し
穴
」
を
連
載
中
。

国
民
健
康
保
険
法
 難
産
の
末
の
成
立

第5回

「
現
役
並
み
」の
所
得

区
分
を
細
分
化

　
高
額
療
養
費
制
度
は
、
家

度
額
が
1
万
4
0
0
0
円
か

ら
1
万
8
0
0
0
円
に
引
き

上
げ
ら
れ
た
（
図
）。

「
特
記
事
項
」欄
へ
の

略
号
記
載
必
要

　
今
回
の
見
直
し
に
伴
い
、

す
べ
て
の
　
歳
以
上
の
患
者

70

に
つ
い
て
、
レ
セ
プ
ト
「
特

記
事
項
」
欄
へ
の
略
号
記
載

が
必
要
と
さ
れ
た
た
め
、
特

に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
の
「
　
歳
未
満
」
で

70

使
用
さ
れ
て
い
た
略
号
を

「
　
歳
以
上
」
で
も
共
通
し

70

　
8
月
か
ら
、
高
額
療
養
費
制
度
の
　
歳
以
上
自
己
負
担

70

限
度
額
が
大
幅
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
昨
年
に
続
き
、
2

年
連
続
の
引
き
上
げ
と
な
る
。
内
容
と
診
療
報
酬
請
求
上

の
注
意
点
を
紹
介
す
る
。

計
に
対
す
る
医
療
費
自
己
負

担
が
過
重
に
な
ら
な
い
よ

う
、
現
物
給
付
や
事
後
的
に

償
還
払
い
が
さ
れ
る
制
度

で
、
自
己
負
担
限

度
額
は
被
保
険
者

の
所
得
に
応
じ
て

設
定
さ
れ
る
。

　
今
回
の
制
度
見

直
し
で
は
、
所
得

区
分「
現
役
並
み
」

「
一
般
」「
低
所
得

者
」
の
う
ち
、「
現

役
並
み
」
区
分
で

外
来
特
例
を
廃
止

し
た
上
で
、
新
た

に
所
得
区
分
を
3

つ
設
け
細
分
化
さ

れ
た
。

　
所
得
区
分
と
限

度
額
は
そ
れ
ぞ
れ

「
年
収
約
1
1
6

0
万
円
以
上
で
　25

万
2
0
0
0
円

超
」「
年
収
約
7
7

0
万
～
1
1
6
0

万
円
で
　
万
7
0

16

0
0
円
超
」「
年
収

約
3
7
0
万
～
7

7
0
万
円
で
8
万

円
超
」
と
な
る
。

ま
た
、「
一
般
」
区

分
で
は
外
来
の
限

て
使
用
す
る
こ
と
と
な
る

他
、
高
額
療
養
費
制
度
適
用

金
額
に
満
た
な
い
患
者
で

あ
っ
て
も
、「
特
記
事
項
」
欄

へ
の
略
号
の
記
載
が
求
め
ら

れ
る
。

　
ま
た
、
限
度
額
適
用
認
定

証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
患

者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
窓
口
で
提
示
さ
れ
な

か
っ
た
場
合
は
、
一
部
負
担

金
等
割
合
が
3
割
の
場
合
は

「
　
区
ア
」、2
割
又
は
1
割

26
の
場
合
は
「
　
区
エ
」
と
記

29

載
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
厚
労
省
は
「
特
記
事
項
」

欄
未
記
載
で
請
求
し
た
場
合

の
対
応
と
し
て
、「
平
成
　
年
30

　
月
請
求
分
ま
で
は
、
一
律

11に
返
戻
す
る
こ
と
が
な
い
よ

う
に
」
と
審
査
支
払
機
関
等

に
事
務
連
絡
し
、
柔
軟
な
対

応
を
求
め
て
い
る
。

　
歳
以
上
の
負
担
限
度
額
引
き
上
げ

70

高
額
療
養
費
制
度
 8
月
か
ら
の
変
更
点

70歳以上の高額療養費制度の自己負担限度額（2018年8月～）

特記事項欄
への記載

限度額（レセプト単位）一部
負担
割合

所得区分（年収）限度額
適用区分 外来+入院

（世帯単位）
外来

（個人単位）

26区ア252,600円＋（医療費－842,000円）×1％

３割

年収約1,160万円～
健保：標準報酬月額83万円以上
国保：課税所得690万円以上

現役並みⅢ

27区イ167,400円＋（医療費－558,000円）×1％
年収約770万～約1,160万円
健保：標準報酬月額53～79万円
国保：課税所得380万円以上

現役並みⅡ

28区ウ80,100円＋（医療費－267,000円）×1％
年収約370万～約770万円
健保：標準報酬月額28～50万円
国保：課税所得145万円以上

現役並みⅠ

29区エ57,600円
18,000円
（年間上限
144,000円）２割

又は
１割

年収156万～約370万円
健保：標準報酬月額26万円以下
国保：課税所得145万円未満等

一般

30区オ
24,600円

8,000円
住民税非課税世帯低所得者Ⅱ

15,000円住民税非課税世帯
（年金収入80万円以下など）低所得者Ⅰ

歌
を
作
ろ
う
」

と
う
っ
か
り
提

案
し
て
し
ま
っ

た
ば
っ
か
り

に
、
自
分
に
お

鉢
が
回
っ
て
き

た
。
…
そ
し
て

冒
頭
の
歌
へ
と

社保社保情情報報
iinformationformationn
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者
へ
の
口
腔
ケ
ア
が
進
ま
な

い
理
由
と
対
処
法
を
解
説
し

た
。
　
認
知
症
患
者
は
自
立
し
て

の
口
腔
内
清
潔
が
困
難
な
た

め
、
保
存
・
補
綴
な
ど
の
歯

科
処
置
よ
り
口
腔
ケ
ア
に
よ

る
口
腔
管
理
に
重
点
を
置
い

た
治
療
を
優
先
し
、
誤
嚥
性

肺
炎
な
ど
全
身
疾
患
の
温
床

を
除
去
し
て
き
た
。
認
知
症

患
者
は
、
口
腔
ケ
ア
時
の
疼

痛
や
水
を
使
用
し
た
ケ
ア
へ

の
拒
否
感
が
強
い
。
そ
の
た

め
、
ケ
ア
に
時
間
を
掛
け
な

い
こ
と
、
ジ
ェ
ル
を
使
用
し

た
ケ
ア
が
有
効
と
な
る
。
家

族
の
つ
ら
さ
な
ど
を
理
解

し
、
受
け
入
れ
可
能
な
プ
ラ

　
6
月
、
米
朝
首
脳
会
談
が

開
催
さ
れ
、
北
朝
鮮
は
非
核

化
を
約
束
し
た
。
し
か
し
、

期
待
か
ら
は
程
遠
い
合
意
内

容
に
、
北
の
核
廃
絶
実
現
を

疑
問
視
す
る
見
方
も
少
な
く

な
い
。
会
談
前
に
は
非
核
化

に
関
し
て
C
V
I
D
と
い
う

言
葉
を
よ
く
耳
に
し
た
。
ご

存
じ
の
よ
う
に
、
完
全
か
つ

検
証
可
能
、
不
可
逆
的
な
核

廃
棄
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
異
論
は
な
い

が
、
初
め
て
耳
に
す
る
言
葉

で
は
な
い
。

　
2
0
0
0
年
の
N
P
T
再

検
討
会
議
で
は
核
廃
絶
に
向

け
て
　
項
目
の
合
意
が
決
定

13

さ
れ
、
そ
の
中
で
核
保
有
国

は
、
核
軍
縮
で
の
不
可
逆
性

の
原
則
、
核
兵
器
の
な
い
世

界
を
達
成
し
維
持
す
る
た
め

に
検
証
能
力
の
発
展
、
そ
し

て
核
兵
器
国
は
保
有
核
兵
器

の
完
全
廃
棄
を
達
成
す
る
と

い
う
明
確
な
約
束
が
さ
れ
て

い
る
。

　
さ
ら
に
、
2
0
1
0
年
N

P
T
で
の
最
終
文
書
で
は
、

核
兵
器
の
な
い
世
界
を
達
成

す
る
と
決
議
し
、
核
保
有
国

は
不
可
逆
性
、検
証
可
能
性
、

透
明
性
の
原
則
を
適
用
す
る

こ
と
を
あ
ら
た
め
て
誓
約
し

て
い
る
。

　
現
実
に
核
軍
縮
が
進
ま
な

い
の
は
、
N
P
T
決
議
で
時

間
枠
が
設
定
さ
れ
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
核
保
有
国
は

C
V
I
D
は
不
可
能
だ
か

ら
、
自
分
の
と
こ
ろ
だ
け
廃

絶
す
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
、
廃
絶
は
ス
テ
ッ
プ
・
バ

イ
・
ス
テ
ッ
プ
で
し
か
で
き

な
い
と
言
い
逃
れ
を
続
け
て

い
る
。

　
皮
肉
に
も
、
そ
の
米
国
が

北
朝
鮮
に
即
時
の
C
V
I
D

を
要
求
し
て
い
る
。
C
V
I

D
は
普
遍
的
な
も
の
で
、
北

の
非
核
化
が
う
ま
く
い
け

ば
、
全
て
の
核
兵
器
国
が
過

去
の
約
束
を
守
ら
な
い
言
い

逃
れ
は
通
用
し
な
く
な
る
。

ま
ず
北
朝
鮮
が
核
廃
絶
す
る

の
は
当
然
で
あ
る
が
、
引
き

続
き
他
の
核
保
有
国
も
C
V

I
D
を
実
行
す
る
べ
き
で
あ

る
。
　
北
朝
鮮
が
、
国
際
社
会
の

一
員
と
し
て
歓
迎
さ
れ
た
い

と
願
う
の
な
ら
、
ま
ず
N
P

T
に
復
帰
す
る
こ
と
。
そ
し

て
、
非
核
化
の
約
束
を
明
確

に
す
る
た
め
に
、
ま
だ
発
効

前
で
具
体
的
な
検
証
手
順
等

も
確
立
さ
れ
て
は
い
な
い

が
、
た
だ
ち
に
核
兵
器
禁
止

条
約
に
加
入
し
、
C
V
I
D

を
す
す
め
る
こ
と
で
あ
る
。

　
核
の
な
い
世
界
実
現
へ
の

大
き
な
一
歩
と
し
て
北
朝
鮮

の
核
廃
絶
を
心
か
ら
願
う
。

（
和
歌
山
協
会
理
事
　
松
井

和
夫
）

全
て
の
核
保
有
国
は

C
V
I
D
を

　
愛
知
県
東
部
、
三
河
湾
に

注
ぐ
豊
川
（
と
よ
が
わ
）
上

流
の
寒
狭
川（
か
ん
さ
が
わ
）

に
多
目
的
ダ
ム
「
設
楽
（
し

た
ら
）
ダ
ム
」
が
計
画
さ
れ

た
の
は
、
1
9
7
3
年
。
計

画
が
本
格
化
し
て
、
奥
三
河

の
自
然
を
守
ろ
う
と
住
民
が

「
設
楽
ダ
ム
の
建
設
中
止
を

求
め
る
会
」
を
つ
く
り
、
2

0
0
7
年
4
月
、
県
を
相
手

に
「
設
楽
ダ
ム
公
金
支
出
差

止
め
訴
訟
」
を
名
古
屋
地
裁

に
提
訴
し
た
。　
年
一
審
、

10

　
年
二
審
判
決
は
い
ず
れ
も

13不
当
判
決
。
二
審
の
判
決
理

由
は
、「
問
題
は
あ
る
が
計
画

全
体
は
合
理
性
を
欠
く
と
ま

で
い
え
な
い
、
県
の
裁
量
の

範
囲
内
だ
」
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
上
告
し
た
が
　
年
5

14

月
に
最
高
裁
は
棄
却
し
、
裁

判
闘
争
は
終
了
し
た
か
に
見

え
た
。

　「
設
楽
ダ
ム
」
は
、
国
（
国

交
省
）
が
、「
特
定
多
目
的
ダ

ム
法
」
に
基
づ
き
建
設
す
る

ダ
ム
で
、
当
初
の
建
設
費
は

約
2
0
0
0
億
円
、
愛
知
県

負
担
は
7
2
1
億
円
と
さ
れ

て
い
る
。
国
に
よ
る
と
、
ダ

ム
建
設
の
目
的
は
、
①
洪
水

調
節
②
流
水
の
正
常
な
機
能

の
維
持
③
利
水
―
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
住
民
原
告

の
主
張
は
、
①
水
は
足
り
て

い
る
②
総
貯
水
量
の
　
％
が

65

不
特
定
容
量
（
流
水
正
常
機

能
維
持
）
と
い
う
異
常
な
計

画
③
渇
水
の
備
え
は
で
き
て

い
る
④
ダ
ム
は
清
流
・
寒
狭

川
を
破
壊
す
る
⑤
設
楽
ダ
ム

で
水
害
は
防
げ
な
い
⑥
ダ
ム

は
三
河
湾
の
汚
濁
を
強
め
る

⑦
ダ
ム
は
過
疎
に
拍
車
を
か

け
る
⑧
ダ
ム
は
財
政
と
生
活

を
圧
迫
す
る
―
で
あ
っ
た
。

　
昨
年
、
水
道
統
計
値
が
発

表
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
水
道

用
水
の
需
要
想
定
を
大
き
く

下
回
っ
た
こ
と
が
明
確
に

な
っ
た
。
設
楽
ダ
ム
事
業
の

根
拠
の
一
つ
が
崩
れ
た
こ
と

か
ら
、
こ
の
た
び
、
第
二
次

訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
。

　
工
事
の
進
捗
は
と
い
う

と
、
川
の
迂
回
工
事
が
始

ま
っ
て
は
い
る
が
、
ま
だ
ス

ト
ッ
プ
で
き
る
段
階
だ
。
司

法
が
行
政
に
追
随
す
る
こ
と

な
く
、
ま
っ
と
う
な
結
論
を

出
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

（
愛
知
協
会
・
公
害
環
境
対

策
部
　
土
井
敏
彦
）

設
楽
ダ
ム
建
設
に
反
対

差
し
止
め
訴
訟
の
取
り
組
み

203

　
保
団
連
は
7
月
　
日
に
研
究
・
学
術
活
動
交
流
会
を
開

22

催
し
た
。
認
知
症
高
齢
者
へ
の
医
科
・
歯
科
ア
プ
ロ
ー
チ

を
テ
ー
マ
に
3
人
の
講
師
を
招
き
学
習
・
交
流
し
た
。

口
腔
ケ
ア
の
課
題

　
認
知
症
患
者
へ
の
歯
科
的

ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
、
角

保
徳
氏
（
国
立
長
寿
医
療
研

究
セ
ン
タ
ー
歯
科
口
腔
先
進

医
療
開
発
セ
ン
タ
ー
長
）
が

口
腔
ケ
ア
の
専
門
家
と
し
て

講
演
。
口
腔
の
健
康
と
死
因

4
疾
患
と
の
相
関
性
を
示
す

エ
ビ
デ
ン
ス
が
蓄
積
さ
れ
、

全
身
疾
患
改
善
の
た
め
口
腔

ケ
ア
の
重
要
性
が
増
す
中
、

要
介
護
高
齢
者
や
認
知
症
患

ン
を
考
え
る
こ
と
も
必
要
と

述
べ
た
。　
年
の
研
究
と
実

20

践
を
通
じ
て
、
口
腔
外
ケ
ア

に
よ
る
唾
液
腺
の
機
能
向
上

な
ど
が
ド
ラ
イ
マ
ウ
ス
の
改

善
に
つ
な
が
る
こ
と
、「
ジ
ェ

ル
」
を
使
用
し
た
口
腔
ケ
ア

で
、
誤
嚥
事
故
を
防
い
で
き

た
こ
と
、清
掃
と
吸
引
の
同
時

実
施
で
感
染
リ
ス
ク
を
低
減

で
き
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
た
。

喫
煙
に
リ
ス
ク

　
熊
本
市
民
病
院
の
橋
本
洋

一
郎
氏
は
、「
認
知
症
治
療
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
2
0
1
7
」
を

紐
解
き
、
認
知
症
予
防
、
早

期
診
断
、
病
型
診
断
、
治
療
方

法
を
解
説
し
た
。

　
喫
煙
男
性
の
認
知
症
発
症

リ
ス
ク
は
、
非
喫
煙
者
の
6

倍
と
な
り
、
高
血
圧
、
糖
尿

病
な
ど
心
血
管
危
険
因
子
が

認
知
症
発
症
と
深
く
関
わ

る
。
認
知
症
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

は
エ
ビ
デ
ン
ス
が
少
な
く
、

推
奨
さ
れ
た
薬
物
療
法
、
非

薬
物
療
法
の
エ
ビ
デ
ン
ス
、認

知
症
ケ
ア
の
ポ
イ
ン
ト
な
ど

が
参
考
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
。

地
域
の
受
け
入
れ

体
制

　
認
知
症
専
門
医
の
立
場
か

ら
宮
澤
由
美
氏
（
汐
田
総
合

病
院
副
院
長
）
が
新
オ
レ
ン

ジ
プ
ラ
ン
の
具
体
化
を
通
じ

て
認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医
の
体

制
整
備
や
一
般
病
院
で
も
認

知
症
患
者
受
け
入
れ
の
環
境

整
備
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が

紹
介
さ
れ
た
。

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

に
相
談
が
あ
っ
た
場
合
、
看

護
師
、
心
理
士
、
作
業
療
法

士
、
精
神
保
健
福
祉
士
が
自

宅
に
訪
問
す
る
支
援
体
制
が

確
立
さ
れ
つ
つ
あ
る
。食
事
、

運
動
、
記
憶
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

を
通
じ
て
、
生
活
習
慣
病
の

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
認
知
症
予

防
に
つ
な
が
る
こ
と
、
家
族

の
介
護
負
担
軽
減
、
生
活
機

能
の
維
持
、
行
動
・
心
理
症

状
（
B
P
S
D
）
の
緩
和
が

医
療
と
ケ
ア
の
目
標
で
あ
る

こ
と
、
患
者
が
意
思
表
示
で

き
な
く
な
る
前
に
本
人
・
家

族
が
医
療
や
ケ
ア
の
方
針
を

話
し
合
い
、
文
書
化
し
た
も

の
を
医
療
ケ
ア
チ
ー
ム
で
共

有
す
る
こ
と
が
大
切
と
強
調

さ
れ
た
。

認知症高齢者への
アプローチ探る

医
科
・
歯
科
共
同
で
研
究
会

角氏

橋本氏

宮澤氏

『『
月
刊
保
団
連

月
刊
保
団
連
』』9 9
月月
号号
 

子
ど
も
の
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崩
壊

子
ど
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の
口
腔
崩
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ぐ
た
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防
ぐ
た
め
にに

良
好
な
口
腔
状
態
を
保
つ
子
ど
も
た
ち
と
口
腔
崩

　
良
好
な
口
腔
状
態
を
保
つ
子
ど
も
た
ち
と
口
腔
崩
壊壊

に
陥
る
子
ど
も
た
ち
の
二
極
化
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

に
陥
る
子
ど
も
た
ち
の
二
極
化
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。。

子
ど
も
の
健
康
格
差
が
顕
在
化
し
始
め
て
い
る
今
、

子
ど
も
の
健
康
格
差
が
顕
在
化
し
始
め
て
い
る
今
、成成

長
段
階
に
お
い
て
健
康
的
な
口
腔
を
保
つ
こ
と
の
意

長
段
階
に
お
い
て
健
康
的
な
口
腔
を
保
つ
こ
と
の
意
味味

や
、子
ど
も
た
ち
の
口
腔
崩
壊
を
防
ぐ
た
め
に
ど
の

や
、子
ど
も
た
ち
の
口
腔
崩
壊
を
防
ぐ
た
め
に
ど
の
よよ

う
な
取
り
組
み
が
必
要
か
を
考
え
る

う
な
取
り
組
み
が
必
要
か
を
考
え
る
。。

猿猿
歯
を
残
す
こ
と
、失
う
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の

歯
を
残
す
こ
と
、失
う
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
かか

足足
立立
了了
平平

猿猿
成
長
段
階
に
応
じ
て
口
腔
機
能
を
育
て
る
た
め

成
長
段
階
に
応
じ
て
口
腔
機
能
を
育
て
る
た
め
にに

丸
山
進
一

丸
山
進
一
郎郎

猿猿
学
校
歯
科
治
療
調
査
の
広
が
り
と
課
題

学
校
歯
科
治
療
調
査
の
広
が
り
と
課
題
    賀
来

進

賀
来
　
進

猿猿
口
の
健
康
へ
の
気
付
き
を
子
ど
も
た
ち
に
ど
う
促
す

口
の
健
康
へ
の
気
付
き
を
子
ど
も
た
ち
に
ど
う
促
す
かか

岩
倉
政

岩
倉
政
城城

猿猿
子
ど
も
の
歯
科
矯
正
を
保
険
適
用
に

子
ど
も
の
歯
科
矯
正
を
保
険
適
用
に
　
　
小
尾
直
子

小
尾
直
子

猿猿
フ
ッ
化
物
洗
口
に
よ
る
う
蝕
予
防
を
改
め
て
考
え

フ
ッ
化
物
洗
口
に
よ
る
う
蝕
予
防
を
改
め
て
考
え
るる

小
林
清
吾

小
林
清
吾
他他

特特
集集
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認知症の人を一般外来で診る ②Finger研究が示す方向性
汐田総合病院副院長・日本認知症学会専門医　宮澤由美

　認知症に限らず、病気の予防に
は一次予防、二次予防、三次予防
があることはよく知られている。
一般市民の関心は一次予防に集ま
りがちで、「何とかして、自分が認
知症にならないためにはどんな方
法があるか？」と聞かれることが
多いかもしれない。残念ながら、
単一の方法のみで発症予防できる
というエビデンスはなく、認知症
になりにくい生活習慣（表1）を
身につけることを推奨するのがい
いとされる。
　これは認知症に限ったことでは
なく、多くの病気に共通すること
でもある。認知症予防により特化

したものとしては食事は地中海食
（表2）、運動はコグニサイズ（図
1）、生活習慣にはアロマオイル
（表3）が話題として関心が高い。

水面下での進行に注意

　二次予防とは健康診断や検診な
どにより病気をいち早く発見して
治療することを言う。認知症の場
合は健康診断の項目に入っていな
いので、鳥取県琴浦町で行われて
いるような物忘れスクリーニング
検査を行う認知症予防教室が地域
で開催されれば、かかりつけ患者
の認知症早期発見に役立つ。地域
の行政に働き掛けるのもいいかも
しれない。タッチパネル式コン
ピューター（図2）のように購入
費用がかかるものは何らかの公的
な資金補助などが望まれる。
　日々の外来で、高齢者の診療で
「おかげんいかがですか？」「は
い、大丈夫です」という画一的な
やりとりが毎回続くようになると
むしろ要チェックである。高血圧
や脂質異常症で長く外来管理をし
てきたはずが、水面下で認知症が
進んでいたという苦い経験は一般
外来ではしばしば聞かれる。少し
でもおかしいと思ったら、長谷川
式スケールやMMSEなどの簡易
式スクリーニングチェックを行う
のが一番であり、看護師などに施
行方法を教育するのもいい方法だ
と思われる。
　また診察室の中だけの観察では
認知症らしき症状はみられなくて
も、受付でお金を払う時の様子や、
薬局で聞き取る内服薬の服用状況
から認知症の始まりに気付くこと
はよくある。本人がいないところ
で、家族から日々の生活の様子を
聞ければより参考になる。いろい
ろなところから認知症が疑わしい
という情報が入ってくる状況を作
るためにも、認知症の早期発見を
めぐる啓発が日ごろから重要であ
る。

食事、運動、認知トレーニン
グ、血管リスク管理への指導

　さて、2015年6月に「Lancet」
に掲載されたフィンランドの
「Finger研究」の内容を紹介し
たい。MCI（軽度認知障害）の
人たちに対しては食事、運動、
認知トレーニング、血管リスク
の管理の全てに対する指導を行
い、生活習慣や受療内容を改善
することが認知症の二次予防に
つながることが示唆されたの
だ。これまでMCI群の人に単一
的な内容での介入をしても認知
症への移行を阻止できるというほ
どのエビデンスが得られなかっ
た。単一ではなく、いくつもの因
子に包括的に働きかけることでエ
ビデンスが得られたことは画期的
であり、またこのような働きかけ
は地域の介護予防活動と一般外来
でこそ行われるべきだと思われ
る。
　「Finger研究」では食事指導、
運動指導、認知トレーニング、血
管リスクの管理という4つの項目
に対して介入が行われた。1260人
もの多くの人を対象とし、介入群
（631人）、対照群（629人）をラ
ンダムに分け、介入群には、上記
の4つの介入を積極的に行い、対
照群には一般的な健康アドバイス
が行われた。結果、4つの項目に
すべて介入した群でトータルな認
知機能の改善を認め、対照群は介
入群に比べ、1.3倍認知症に移行
しやすいとの結果がでた。
　日本でも認知症患者数とほぼ同
数のMCI群の存在が推定される
ので、この人たちが今後、認知症
に移行せずにとどまるのか、かな
りの率で認知症に移行するのかは
社会にとっても大きな関心事だ。
「Finger研究」の結果に基づき、
総合的な生活習慣改善と血管リス
ク管理の呼び掛けによる認知症予
防は今後、一般外来の一つの大き
な課題になっていくだろう。
　他にも生活習慣病がアルツハイ
マー型認知症の発症に関係してい
るという報告が相次いでいる。と

りわけ、糖尿病は九州大学の久山
町研究でも脳血管障害性認知症だ
けでなく、アルツハイマー病の発
症と関係していることが明らかに
されている。加えて、東京医科大
学の羽生春夫先生は「糖尿病性認
知症」という概念も提唱され、糖
代謝に伴う神経障害という機序が
注目されている。これからは生活
習慣病のコントロールが認知症予
防という点からもより一層力をい
れるべき分野になると思われる。
　三次予防はデイサービスや病
棟、介護施設などで主に行われる
ことが多いとされる。すでに認知
症になった人の進行予防で、病棟
や介護施設では主に中等度以上の
認知症の人が対象となる。リハビ
リテーションや音楽療法、レクリ
エーション、アクティビティなど
の非薬物療法が大きな役割を果た
している。回想法という心理療法
や音楽療法、臨床美術などが取り
入れられることも多く、内容の充
実が図られている。

高齢化が進む中、認知症の人も増え続けている。診療の場面や地域
の中で、認知症の人にどのように寄り添えるのか。汐田総合病院副
院長で日本認知症学会専門医の宮澤由美氏に解説してもらった。

猿食事は魚（EPA,DHAなどの脂肪
　酸）の摂取、野菜や果物（ビタミ
　ンC、E、βカロチンなど）の摂
　取、ポリフェノールの摂取が重要
猿運動は普通の歩行速度をこえる運
　動強度で週3回以上の頻度が必要
猿手芸、テレビ、読書、楽器など趣
　味を持ち、刺激ある生活を送る
猿タバコ、アルコールは推奨できず

認知症予防の生活習慣の
ポイント

表１　

猿魚介類が豊富で緑黄色野菜が多い
猿オリーブが不飽和脂肪酸を多く含む
猿豆類が含むオレイン酸が効果的

表2　地中海食が認知症予防
　　   に良い理由

コグニサイズとは頭も使いながら運
動すること。輪になって順番に数え
ながら４の倍数では手を叩きます

図１

表３

図２
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膚
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京
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０
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保団連のパンフレット  医療・介護・税金の負担軽減策を紹介

患者さんが知ってトクする

斬ご注文は保険医協会・医会、保団連まで

注文20万部超え 大好評
　医療費や暮らしの負担を軽減で
きるさまざまな制度の活用法を紹
介したパンフレット。保団連が作
成し、活用や患者さんへの普及を
呼びかけています。
　パンフレットはA5判27ページ。

！
差し替えデータのご案内
　この間の制度変更にと
もない、該当ページの差
し替えデータを作成しま
した。保団連ホームペー
ジにデータをアップして
います。ご活用をお願い
します。

タッチパネル式の物忘れ
相談プログラム
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日
本
の
ど
こ
へ
行
っ
て
も

水
が
旨
い
。
だ
か
ら
そ
の
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で
育
ま
れ
る
米
も
旨
く
そ
の

米
で
作
っ
た
日
本
酒
も
旨

い
。
適
度
に
冷
や
し
た
日
本

酒
を
お
気
に
入
り
の
杯
で
口

に
含
む
と
、
豊
潤
な
香
り
と

深
い
味
わ
い
が
い
っ
ぱ
い
広

が
り
喉
を
流
れ
、
や
が
て
酔

心
地
に
包
ま
れ
て
い
く
。
な

ん
と
も
幸
せ
な
気
分
に
な
る

る
由
緒
あ
る
酒
蔵
で
あ
る
。

第
　
代
目
に
よ
っ
て
引
き
継

15
が
れ
て
い
る
七
本
槍
は
、
奥

伊
吹
山
系
の
伏
流
水
と
地
元

農
家
に
よ
る
減
農
薬
栽
培
米

を
主
に
厳
選
さ
れ
た
原
料
米

を
使
用
し
、
昔
な
が
ら
の
厳

寒
仕
込
み
に
徹
し
て
良
質
な

酒
を
吟
味
し
て
醸
造
し
て
い

る
と
の
こ
と
。

　
も
う
春
な
の
に
小
雪
舞
う

悪
天
候
の
中
、江
戸
か
ら
昭
和

初
期
に
か
け
て
の
古
い
街
並

み
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
た

黒
壁
ス
ク
エ
ア
を
散
策
し
、冨

田
先
生
お
勧
め
の
翼
果
楼
の

喜
び
が
好
奇
心
と
さ
ら
な
る

出
会
い
を
求
め
さ
せ
る
。

　
日
本
に
は
北
か
ら
南
ま
で

大
小
さ
ま
ざ
ま
な
酒
蔵
が
あ

る
。
ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
神

奈
川
協
会
歯
科
の
冨
田
先
生

の
実
家
が
造
り
酒
屋
で
あ
る

こ
と
を
知
り
、
滋
賀
県
長
浜

を
訪
れ
て
み
た
。
冨
田
酒
造

は
天
文
年
間
よ
り
賊
ヶ
岳
山

麓
の
北
国
街
道
沿
い
で
4
6

0
余
年
の
歴
史
を
刻
ん
で
い

滋
賀
長
浜「
七
本
槍
」を

訪
ね
て

第57回

冨田酒造の「七本槍」

焼
き
鯖
そ
う
め
ん
を
一
時
間

以
上
並
ん
で
よ
う
や
く
食
し

た
の
ち
、目
的
の
七
本
槍
を
求

め
て
酒
屋
を
見
つ
け
昼
間
か

ら
立
ち
飲
み
コ
ッ
プ
酒
体
験
。

こ
の
酒
は
口
に
含
ん
だ
瞬
間

に
な
ん
と
も
言
え
な
い
美
し

い
音
を
か
ら
だ
の
奥
深
い
と

こ
ろ
へ
と
響
か
せ
、は
る
ば
る

訪
ね
た
旅
人
の
心
を
ね
ぎ

ら
っ
て
く
れ
た
。し
か
し
昼
の

酒
は
な
ぜ
酔
い
や
す
い
の
で

あ
ろ
う
か
…
？
　

　
そ
の
後
、
こ
の
地
を
後
に

し
て
、
車
中
琵
琶
湖
の
東
沿

岸
を
見
な
が
ら
京
都
に
向

か
っ
た
。
秀
吉
が
造
っ
た
城

下
町
の
長
浜
は
今
も
古
い
街

並
み
と
う
ま
く
共
存
し
て
お

り
、
是
非
ゆ
っ
く
り
旨
い
日

本
酒
を
飲
み
な
が
ら
散
策
し

て
み
た
い
と
思
っ
た
。

（
文
化
部
長
　
山
本
晴
章
）

国際エイズ会議 オランダで開催

流行終了の目標 道半ば
　
第
　
回
国
際
エ
イ
ズ
会
議（
A
I
D
S
2
0
1
8
）が
7
月
、オ
ラ
ン
ダ
・
ア
ム
ス
テ
ル
ダ

22

ム
で
開
か
れ
、患
者
や
医
師
・
歯
科
医
師
、看
護
師
、研
究
者
ら
1
6
0
カ
国
2
万
人
が
参
加

し
た
。感
染
予
防
策
、口
腔
衛
生
の
重
要
性
等
3
0
0
0
演
題
が
発
表
さ
れ
た
。ク
リ
ン
ト

ン
元
米
大
統
領
や
、ヘ
ン
リ
ー
英
王
子
、歌
手
の
エ
ル
ト
ン
・
ジ
ョ
ン
さ
ん
ら
も
問
題
解
決

に
向
け
努
力
を
続
け
る
よ
う
強
く
訴
え
た
。（
保
団
連
理
事
　
杉
山
正
隆
　
写
真
も
）

　
メ
イ
ン
テ
ー
マ
は
「
様
々

な
壁
を
破
り
橋
を
架
け
よ

う
」。
弱
い
立
場
に
あ
る「
鍵

と
な
る
人
た
ち
」
＝
セ
ッ
ク

ス
ワ
ー
カ
ー
、
注
射
薬
物
使

用
者
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン

ダ
ー
、
受
刑
者
、
ゲ
イ
な
ど

男
性
と
性
交
渉
を
す
る
人
々

と
、
そ
の
性
パ
ー
ト
ナ
ー
＝

は
世
界
の
新
規
感
染
の
　
％
47

を
占
め
、
3
分
の
1
が
注
射

薬
物
使
用
者
の
感
染
で
あ
る

東
欧
・
中
央
ア
ジ
ア
で
は
新

規
感
染
の
実
に
　
％
を
占
め

97

る
。
　
U
N
A
I
D
S
（
国
連
エ

イ
ズ
計
画
）
は
2
0
2
0
年

ま
で
の
「
　
們
　
們
　
」
達

90

90

90

成
目
標
を
掲
げ
る
。「
H
I
V

陽
性
者
の
　
%
が
検
査
を
受

90

け
て
H
I
V
感
染
を
知
り
、

が
る
。
厚
生
労
働
省
エ
イ
ズ

動
向
委
員
会
に
よ
る
と
、　17

年
の
新
規
感
染
者
報
告
数
は

9
9
2
件
、
新
規
患
者
報
告

数
（
い
き
な
り
エ
イ
ズ
）
は

4
1
5
件
で
、
合
計
新
規
報

告
数
は
1
4
0
7
件
。
以
前

よ
り
減
少
し
た
が
「
高
止
ま

り
」
の
状
態
。
性
的
接
触
に

よ
る
も
の
が
8
割
以
上
で
男

性
同
性
間
が

多
く
、
3
年

ぶ
り
に
複
数

の
母
子
感
染

の
報
告
が

あ
っ
た
。「
い

き
な
り
エ
イ

ズ
」
の
比
率

は
約
3
割
に

も
な
る
。

　
累
計
の
患

者
・
感
染
者

は
2
万
8
7

5
0
人
。
凝

固
因
子
製
剤

に
よ
る
1
4
3
9
人
と
合
わ

せ
3
万
人
を
超
え
た
。
昨
年

1
年
間
の
献
血
で
の
H
I
V

陽
性
件
数
は
　
件
。　
万
件

43

10

当
た
り
の
陽
性
件
数
は
0
・

9
0
0
と
高
い
傾
向
が
続

く
。「
幅
広
い
年
齢
層
の
報
告

が
あ
る
が
H
I
V
感
染
症
は

予
防
可
能
だ
。
相
談
や
検
査

を
積
極
的
に
活
用
し
て
ほ
し

い
」
と
担
当
官
。
妊
婦
健
診

も
確
実
に
受
け
る
よ
う
呼
び

掛
け
る
。
A
R
T
（
抗
レ
ト

ロ
ウ
イ
ル
ス
療
法
）
を
推
し

進
め
る
こ
と
で
患
者
の
治
療

が
進
み
、
ウ
イ
ル
ス
を
減
ら

す
こ
と
で
新
規
感
染
を
減
ら

す
効
果
が
期
待
で
き
る
。

　
日
本
で
も
　
年
以
降
は

20

「
　
們
　
們
　
」を
目
指
し
、

95

95

95

特
に
新
規
感
染
者
を
減
ら
す

べ
く
、
国
は
一
時
の
半
分
以

下
と
し
て
い
る
予
算
を
増
額

し
再
び
取
り
組
み
を
強
め
る

べ
き
だ
。

　
%
が
抗
H
I
V
治
療
を
受

90け
る
。
う
ち
　
%
が
治
療
の

90

効
果
で
体
内
の
H
I
V
を
検

出
限
界
以
下
に
す
る
」。さ
ら

に
　
年
に
「
　
們
　
們
　
」

30

95

95

95

を
成
し
遂
げ
て
H
I
V
の
流

行
を
終
了
さ
せ
た
い
と
し
て

い
る
。

　
現
実
に
は
「
　
 們
　
們

75

79

　
」
の
水
準
に
あ
り
目
標
達

81成
が
危
機
的
と
さ
れ
る
一

方
、
成
果
の
報
告
も
。
ボ
ツ

ワ
ナ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
デ
ン

マ
ー
ク
、
エ
ス
ワ
テ
ィ
ニ
、

ナ
ミ
ビ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
の
6

カ
国
は
す
で
に
目
標
を
達

成
、
さ
ら
に
7
カ
国
が
達
成

見
込
み
だ
。
最
も
ハ
ー
ド
ル

が
高
い
の
が
最
初
の
　
で
、

90

ア
フ
リ
カ
西
部
や
中
部
で
は

H
I
V
陽
性
者
の
　
％
し
か

48

自
ら
の
感
染
を
知
ら
な
い
。

国
は
予
算
を
付
け
本

腰
で
臨
め

　
日
本
は
「
　
們
　
們
　
」

86

83

99

（
　
年
）
だ
が
未
検
査
の
感

15
染
者
が
少
な
く
な
い
。
診
断

さ
れ
て
も
治
療
を
始
め
て
い

な
い
人
が
多
く
「
先
進
国
と

は
思
え
な
い
」
と
の
声
が
上

「必要とする全ての女性たちにHIV治療薬を外」などと
声を上げ会場内をデモする患者・感染者たち

トランプ政権の対応が酷すぎ
ると声を上げる感染者やセッ
クスワーカーたちに拍手で応
えるクリントン元米大統領

患者・感染者たちを親身になって支援した女優の故エ
リザベス・テイラーさんの孫クィン・ティビーさんが
開会式で、エイズをめぐる諸問題の解決に向け連帯の
輪を拡げようと訴えた
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